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Ⅰ 支出計画 

 

 

 

 

単位：千円 

年 度 提案額 

２８年度 562,089 

２９年度 562,089 

３０年度 562,089 

３１年度 562,089 

３２年度 562,089 

３３年度 562,089 

３４年度 562,089 

計 3,934,623 
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Ⅱ 事業計画 

１ 管理運営に関する基本的事項 

(1) 公の施設の管理に対する基本的考え方 

 

都立公園は、都民等の福祉の増進及び生活文化の向上などを図る目的で設けられた「公の施設」です。行政の

代行者としての指定管理者は、都市公園法及び東京都立公園条例等関係法令を遵守して、公平・公正な立場で、

パークマネジメントを実施していくことが求められます。 

公益財団法人東京都公園協会（以下「公園協会」という。）は、東京都の公園緑地行政の発展を支援し貢献す

る公的な団体として、60 年余の緑と水に関わる活動により、知識・技術・技能を蓄積するとともに、行政機関・

学識経験者・地域団体等との強い絆を育んでまいりました。 

その実績とスキル・ノウハウ等のストックを土台に、次の３つの視点を重視したパークマネジメントを推進し

ていくことで、「公の施設」の指定管理者として、都立公園の魅力と質の向上を図り、「世界一の都市・東京」の

実現に寄与してまいります。

 
（１）公園の永続性を重視した維持管理 

■すべての都立公園は、水と緑のネットワークの拠点を形成する環境保全機能や防災拠点機能はもとより、良好

な都市景観を形成するという「東京都の公園」としての広域的な機能を担うとともに、その立地する地域に合

わせた設置・計画・設計の意図を持ち、常にその役割を的確に果たすことが求められています。  

■公園管理の基本を常に重視する取組姿勢を堅持し、すべての公園において、すべての利用者の視線を尊重しつ

つ、公園の重要な景観構成要素である樹木や植物等について、長期的視点に立った適切な維持管理と、弛みの

ない維持管理水準の向上に努めることにより、緑豊かで風格のある首都東京の永続性を持った景観形成に寄与

し、都民からの信託に応えてまいります。 
 

（２）公平・公正で平等な利用の機会を確保した管理運営 

■利用者に対して常に平等な機会を確保するとともに、個人情報管理の徹底と事務の適正化に努め、公平・公正

な管理運営にあたります。 

■外国人や高齢者、障がい者等を含め、誰もがいつでも安全・快適に利用できるよう、バリアフリー、ユニバー

サルデザインに十分配慮した施設管理及び利用者サービスの提供に努めます。 
 

（３）安全・安心に利用できる公園の管理運営 

■適切な巡回・安全点検等により、樹木や遊具など公園施設に係る事故を未然に防止するとともに、防犯の観点

からの環境整備に努め、徹底して安全・安心な公園づくりを行います。 

■自然災害等のリスクに対しては、公園別「ハザードマップ」を活用した予防措置により、被害の未然防止に努

めるとともに、災害が発生した場合は「災害対策マニュアル」に基づき迅速、的確に対処します。  
 

（４）効率的・効果的で質の高い管理運営の実現 

■公園利用者の声、苦情・要望等について集約、整理、蓄積、分析し、共有化することで的確にフィードバック

させるとともに、新技術等の導入や開発により管理技術の高度化を図るなど、ＰＤＣＡサイクルに基づく業務

改善の継続により、進化する質の高い管理運営を実現します。 

■主要な公園施設・構造物等につい

て、長寿命化とライフサイクルコ

ストを重視した予防保全型管理へ

の移行を更に進めます。 

■樹木管理等、グループ内の共同維

持管理作業を充実・進化させ、技

能の伝承を図るとともにスケール

メリットを生かした効率的で効

果的な維持管理を進めます。 

 

（５）知識・技術・技能を未来に継承するための仕組みづくり 

■都立公園をレガシーとして未来に着実に引き継いでいくために必須である、次世代の若手技術者・技能者を育

成する仕組みづくりとして、農園芸高校等を卒業した若手職員を採用し、優れた技能者からノウハウを受け継

ぐ取組を開始しており、平成 28 年度から技術職員や公園の維持管理に携わる技能職員の採用・キャリアアッ

プの体制を更に強化し、世界に誇れる技術・技能集団を育てます。 

【視点１】 都立公園の基本的機能・役割を守り育て、未来につなげる 

技能職員を一同に集結させた共同作業による維持管理 

技能職員を一堂に集結させた共同作業による維持管理 
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■私たちの公園の管理運営の特徴は、その公園を熟知している地域の造園緑化業界と幅広い協力・連携関係を築

いていることです。このため、災害などの緊急事態にあたっても、迅速な対応が可能です。今後とも、手を携

えて緑化技術を磨き、育てるとともに、地域の活性化にも寄与していくことで都立公園の魅力を向上させ、東

京のみどりの質を高めてまいります。 

 

（１）地域連携による公園の魅力向上と地域の活性化 

■新たな時代の変化や人々のニーズを的確に捉え、健康増進・スポーツライフの創造、子どもの育成など、多様

で魅力ある利活用プログラムの提供を、企業・団体、学校など様々な主体と連携して展開することで、公園を

中心とした地域の魅力向上と活性化に引き続き貢献してまいります。  

■防災公園では、実践的な防災訓練等により地元区市や消防、警察などの公的機関や地元自治会・消防団などの

住民団体との連携を深めてきており、この取組をすべての避難場所公園に拡大します。公園が地域コミュニテ

ィ形成に重要な役割を発揮できるよう、連絡協議会等を積極的にコーディネートするなど、公園に関わる多様

な主体の連携の核として、地域の魅力向上と活性化に寄与していきます。 

（２）更なる地域連携等の推進による防災対応力の強化 

■都立公園が避難場所としての防災機能を確実に発揮できるよう、地元区との「防災協力協定」締結を進め、公

園ごとに区との「防災ホットライン」を構築するなど、自治体等との連携・協力関係の強化を図ります。  

■私たちは、発災時に人々の命を守るため、日頃から「震災対応マニュアル」に基づく職員の参集訓練や実践的

防災訓練などを行い、避難場所や広域防災拠点としての機能確保を盤石なものとしていきます。 

■地域住民との防災イベントや防災広報・ＰＲ等の充実により、防災意識の普及啓発に努めます。  

 
（１）生物多様性保全など環境に配慮した管理運営の実施 

■私たちは、評議員や理事などにわが国を代表する造園・植物の専門家を擁し、また、緑と水の市民カレッジや

植物多様性センター等の活動を通じて、多くの学識経験者との連携を実現しています。  

■これらをふまえた専門的知見をもとに、公園協会独自に策定した「生物多様性保全戦略」に基づき、公園で環

境保全活動に関わる人々と連携し、都市に残された豊かな自然生態系を次世代に継承するため生物多様性に配

慮した計画的な管理運営を行います。 

■公園で発生した枝葉のチップ化や廃棄物等のリサイクル、公園施設の長寿命化を図るきめの細かい補修等、環

境と省エネルギーに配慮した公園の管理運営を行い、地球環境保全への社会的使命を果たしていきます。  

（２）「世界一の都市・東京」にふさわしい都市の風格と魅力を向上させる管理運営  

■2020 東京オリンピック・パラリンピックを契機として、都立公園が率先して国内外の人々をお迎えし、安全・

快適で美しい公園の環境に満足していただけるよう、おもてなしの質を向上させていきます。  

■樹木の適切な維持管理により風格のある都市景観を形成し、公園毎に地域のランドマークともなる「パークビ

ュースポット」の創出等に向けた環境整備を進めるとともに、地域に賑わいをもたらす魅力ある様々なプログ

ラム等を通じ「世界一の都市・東京」にふさわしい公園の魅力づくりに組織を挙げて取り組みます。 

■これまでの都立公園等の管理運営の経験のなかで培ってきた知

識・技術・技能を踏まえ、都立公園・庭園等の文化的・歴史的価

値をさらに高め・継承していく管理運営を実施するとともに、日

本の文化を体験する貴重な空間として、多様なプログラム・イベ

ント等を実施して公園の魅力を最大限に引き出し、世界から訪れ

る人々にも効果的に伝える創意工夫を進めていきます。 

■個性豊かな公園の歴史・文化・自然資源等を大切にし、都民や専

門家、企業・団体、ＮＰＯ等と手を携えて、首都東京の公園緑地

の魅力を高め、世界に公園文化を発信する管理運営を推進します。 

 

 

 

【視点２】 地域の核となる都立公園のパークマネジメントを推進する 

【視点３】 社会環境の変化や多様化するニーズに的確に応える 

伝統技能見学会「雪吊り」（浜離宮恩賜庭園） 
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(2) 都立公園の管理における基本理念 

 

 

 

都市部の公園・北部グループは、水とみどりで形成される豊かな自然と重厚な歴史資源を持つ「武

蔵野台地の宝物」として、地域に守り支えられながら、多世代にわたる地域コミュニティやレクリエ

ーションの場として親しまれてきました。また、震災時の避難場所等として、人々の安全・安心を守

る重要な都市基盤ともなっています。 

管理運営に当たっては、『パークマネジメントマスタープラン』及び『公園別マネジメントプラン』

で示された、「防災機能の強化・充実」、「適正な利用の確保」、「水と緑の骨格軸形成」、「多様な生物の

生息・生育」、「スポーツによる健康づくり」等の目標の実現に向け、全力で取り組んでまいります。  

そのため、私たちは公園の存在価値を更に高めるとともに、本グループの特色である貴重な自然や

歴史等資源の原石を掘り起こし、地域と共にその魅力を磨き上げていくことで、公園の利用価値が更

に高まり、そこに暮らす人々や地域そのものがいきいきと輝く公園づくりを目指し、以下の基本理念

及び３つの取組方針を掲げ、取り組んでまいります。 

 

 

 

 

取組方針１ 【築く】公園の持つ機能・役割を守り、地域の安全・安心を高める 

①公園の防災機能を強化するととともに地域の自助・共助力の向上により防災対応力を高めます。  

②公園利用の適正化の推進や施設の安全管理の徹底により、安全・安心、快適性を更に高めます。 

③長期的な視点に立ち樹木の健全育成を図る等、公園の景観形成の重要な要素となるみどりの質を更に

高めていきます。 

取組方針 2 【磨く】都立公園としての魅力を更に高め、次世代に継承する 

①地域で長年活動を続けている様々な主体と連携し、生物多様性保全に配慮し、多様な生物が生息・生

育していける環境を、地域とともに創り上げます。 

②歴史や文化、自然等の豊富な地域資源を、「水とみどりのフィールドミュージアム」として掘り起こ

し、その魅力と価値を多彩なツールで積極的に発信するとともに、レガシーを未来に継承します。  

取組方針 3 【輝く】多様なニーズに的確に対応し、公園を核に地域の活力を高める 

①PDCA サイクルに基づき、幅広い利用者のニーズ等を取り入れながら、常に進化・改善を続けること

により、素晴らしい公園環境をつくり上げます。 

②公園の魅力を高める協働コーディネーターとして、多様な主体と連携・協力し、公園を核として地域

の活性化に寄与します。 

③オリンピック・パラリンピックを契機としてスポーツ機運を高め、子どもから高齢者まで幅広い年齢

層の健康増進や交流を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

➊ 戸山公園 

➋ 善福寺公園 

➌ 浮間公園 

➍ 赤塚公園 

➎ 石神井公園 

➏ 大泉中央公園 

基本理念 

１．本グループの公園管理運営における基本理念 

水とみどりの宝石箱 ～地域と共に磨き、輝く～ 

武蔵野三大湧水池 

多摩川 



 

5 

 

 

公開外来生物捕獲作業 

 
 
 
私たちは、平成 18 年度から指定管理者として、都市部の公園・北部グループの管理運営に携わり、

公園管理に関する専門知識やノウハウ等を活かし、グループ公園それぞれの個性を活かした管理運営
を行うとともに、地域との連携を強固なものとすることでその存在価値を高めてきました。例えば戸
山公園では、都と協力し、200 以上もあったホームレステントをゼロにするなど、大きな成果を上げ
ました。繁華街に近接することから今も滞留者の流入圧力が続きますが、地元区や警察、支援団体等
とも連携して粘り強く取り組み、新規流入を阻止し、公園の環境改善を大きく進めました。 
また、大名庭園の名残を留める箱根山については、その魅力の幅広い発信に努め登頂証明書を年間

3,000 枚以上発行する等、新たな都内の観光名所として数多くのツアー客が訪れるようになりました。 
私たちは、オリンピック・パラリンピックを契機として、本グループ公園に対する多くの人々の期

待に応えるため、これまで培ってきた経験とノウハウを最大限に活かし、更なる挑戦を進めてまいり
ます。 

（１）公園の持つ機能・役割を守り、地域の安全・安心を高める 

■地元消防・自治体等と連携して重ねてきた防災訓練の実績と盤石な参

集・無線通信等の体制により、公園と地域の防災対応力を高めます。 

■災害対策本部を中心とした体制と地元造園業者等との緊密な連携によ

る緊急対応の実績により、24 時間 365 日の安全確保を堅守します。 

■警察ＯＢ等からなる特別適正化チームが、都や関係機関との連携によっ

て実現した戸山のホームレステントゼロの実績とノウハウを活かし、世

界からのお客様を迎える環境づくりを進めます。 

■作業内容に応じて臨機応変に対応する近隣公園共同作業や、直営による

迅速できめ細かい管理により、維持管理の質を高めます。 

■樹木の日常点検の他、都の認定を受けた樹木点検員による樹木定期点検

と協会樹木医による詳細な樹木診断で、公園の安全性を更に高めます。 

■善福寺の野鳥餌やり防止や戸山のクリーンアップの実績を活かし、テー

マに応じて多様な主体と手を携え、快適性向上の輪を広げていきます。 

 

（２）都立公園としての魅力をさらに高め、次世代に継承する 

■都民協働による赤塚のニリンソウ保全の実績等を発展させ、公園協会の

「生物多様性保全戦略」に基づき長期的視点で貴重な自然を継承しま

す。 

■NPO と連携した石神井三宝寺池のカメ類等外来生物捕獲による根絶・

低密度化の成果を、善福寺など他の公園の池にも拡大し、貴重な在来種

のモニタリング・保全に取り組みます。 

■大泉中央のちょうの里の再生や愛鳥家と連携した浮間の野鳥情報発信

の成果を活かし、自然とのふれ合い環境の整備と普及啓発を進めます。 

■近隣博物館や東京グリーンアーカイブスと連携した戸山荘セルフガイ

ド作成や多彩な自然観察会のノウハウを活かして地域の資源を発掘し、

「水とみどりのフィールドミュージアム」として、広く発信します。 

■箱根山を観光名所として利用促進につなげた成果を、更に拡大し、他の

公園にも活用します。 

■アクセス数 3900 万件を誇る公園協会ホームページやＳＮＳ発信、ＪＲ

等鉄道事業者と連携した広報の実績を活かし、広域利用を促進します。 

 

（３）多様なニーズに的確に対応し、公園を核に地域の活力を高める 

■巨人軍等球団や企業と連携したイベント開催経験を活かし、幅広い年齢層を対

象とした多様なスポーツプログラムを実施し、スポーツ参加機運を高めます。 

■地元自治体や町会と連携した幅広い年齢層が参加するアート展示や自然観察

会の実績を活かし、地域の多世代交流の促進に寄与します。 

■総合学習等の一環として公園で行う清掃・餌やりマナー啓発等、善福寺「子ど

も達と創る公園」の取組実績を、モデル事業化して全公園で展開します。 

■大泉中央公園凧上げ大会等、地域の伝統行事に係る様々な団体との連携を強化

し、公園のにぎわいと地域の活性化に役立てます。 

■善福寺他での協会樹木医による公開樹木診断等、住民の理解を得るためのきめ

細かな取組実績を、様々な公園管理に係る合意形成に活かします。 

■地域の老人施設等からの意見・要望等を反映させたユニバーサルデザインへの

取組を更に拡大し、誰もが安心して憩える空間を提供します。 

 

 

ホームレステント数の推移 
（戸山公園） 

現在の陽だまりの丘 

平成 23 年 
の状態 

外来生物捕獲数の推移 
（三宝寺池） 

キャッチボール教室 

公開樹木診断 

２．ノウハウを活かした業務展開 
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２ 人員配置計画等 

(1) 人員配置計画 

 

ア 総括表                                                          （単位：人） 

管理組織(公園名等) 

雇用形態 

備考 

常勤職員 非常勤職員 その他（具体的に） 

本社等 4 0   

北部グループ統括部署 5 0   

戸山公園 6 3 昼間警備委託１名、夜間警備委託２名（夏季） 夜間警備はグループ内を巡回 

善福寺公園 2 3 夜間警備委託２名 夜間警備はグループ内を巡回 

浮間公園 2 4 昼間警備委託１名、夜間警備委託２名（夏季） 夜間警備はグループ内を巡回 

赤塚公園 3 5 昼間警備委託１名、夜間警備委託２名（夏季） 夜間警備はグループ内を巡回 

石神井公園 3 8 昼間警備委託１名、夜間警備委託２名（夏季） 夜間警備はグループ内を巡回 

大泉中央公園 2 4 昼間警備委託１名、夜間警備委託２名（夏季） 夜間警備はグループ内を巡回 

計 27 27   

 

※各管理組織の雇用形態の内訳を記入してください。常勤とは週 40 時間程度勤務し貴団体が複数年にわたり雇用する職員とします。  
非常勤職員は、パート、アルバイトなど臨時に契約する職員とします。 
※「本社等」の欄には、貴団体の本社等統括組織に配置する公園管理に係る人員を記入してください。 
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イ 公園別内訳 【北部グループ統括部署・戸山公園内】 

 
※1 枚 1 公園として公園名を記入し、全公園分を作成してください。 
※職員一人ごとに記入してください。 
※役職については、公園を管理運営するうえで必要と思われる役職（所長、警備員等）を記入してください。  
※能力、資格、実務経験等は実際に配置する予定職員を想定のうえ記入してください。  
※雇用形態は該当する欄に○をつけてください。その他の場合は具体的な雇用の形態を記入してください。  
※「業務委託」については、警備や時間外の施設管理等に必要な人員を委託によって充てる際に記入してください。  
※本表とは別に職員のローテーション表を作成し提出してください。（標準１か月分：様式任意）  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

役職 担当業務内容（具体的に） 能力、資格、実務経験年数等 

雇用形態 
一週間の
勤務時間 

備
考 常勤 非常勤 委託 

その他 

（具体的に） 

管
理
所
配
置
人
員 

グループ統括所長 
6 公園の統括責任者、渉外総合調整、東京都と
の連絡調整、全体予算管理 等 

公園管理経験 14 年、普通自動車第
１種運転免許、公園管理運営士、上
級救命講習修了、樹木医 

◯    40  

管理運営係長 
グループの管理運営の責任者、事業計画進行管
理、予算管理等 

公園等の管理経験 10 年以上 ◯    40  

維持係長 
グループの維持管理の責任者、維持管理工事の
設計・監督、全公園の直営維持管理作業の指導・
監督 等 

公園等の管理経験 10 年以上 ◯    40  

管理運営職員 
グループの管理運営の取りまとめ、事業計画進
行管理、予算管理、イベント担当 等 

公園等の管理経験 5 年以上 ◯    40  

維持職員 
グループの維持管理の取りまとめ、事業計画進
行管理、予算管理 等 

公園等の管理経験 5 年以上 ◯    40  

【有料施設の時間外の施設利用への対応】 

 

 

 

※該当施設があれば必ず記入してください 
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公園別内訳 【戸山公園】 

※1 枚 1 公園として公園名を記入し、全公園分を作成してください。 
※職員一人ごとに記入してください。 
※役職については、公園を管理運営するうえで必要と思われる役職（所長、警備員等）を記入してください。  
※能力、資格、実務経験等は実際に配置する予定職員を想定のうえ記入してください。  
※雇用形態は該当する欄に○をつけてください。その他の場合は具体的な雇用の形態を記入してください。  
※「業務委託」については、警備や時間外の施設管理等に必要な人員を委託によって充てる際に記入してください。  
※本表とは別に職員のローテーション表を作成し提出してください。（標準１か月分：様式任意）  

 

役職 担当業務内容（具体的に） 能力、資格、実務経験年数等 

雇用形態 
一週間の 

勤務時間 
備考 

常勤 非常勤 委託 
その他 

（具体的に） 

管
理
所
配
置
人
員 

サービスセンター長 
当該公園の責任者（出納など）、広報・
窓口対応、渉外担当、ホームレス対応、
利用者補助等 

公園管理経験 1２年、公園管理運営
士、上級救命講習修了 

○  －  40  

副サービスセンター長 
センター長不在時の代行、利用指導、
利用促進、イベント担当、広報、アメ
ニティ巡回 等 

公園管理経験３年 ○  －  40  

管理運営職員１ 
利用指導、利用促進、イベント担当、
広報、アメニティ巡回 等 

公園管理経験２年 ○  －  40  

管理運営職員２ 
利用指導、利用促進、イベント担当、
広報、アメニティ巡回 等 

公園管理経験２年 ○  －  40  

維持管理職員１ 
維持管理作業、窓口対応、利用者補助、
アメニティ巡回等 

公園管理経験 6 年、行政経験（土
木）32 年、普通自動車第一種免許 

○  －  40  

維持管理職員２ 
維持管理作業、窓口対応、利用者補助、
アメニティ巡回等 

公園管理経験 5 年、普通自動車第
一種免許 

○  －  40  

管理運営スタッフ 
お客様サービス担当、事務担当、アメ
ニティ巡回 等 

公園管理経験３年、普通自動車第１
種運転免許 

 ○ －  36  

維持管理スタッフ１ 
植栽管理、施設管理、アメニティ巡回 
等 

公園管理経験３年、普通自動車第１
種運転免許 

 ○ －  30  

維持管理スタッフ２ 
植栽管理、施設管理、アメニティ巡回 
等 

公園管理経験 9 年、行政経験（警
察）38 年、普通自動車第一種運転
免許、上級救命講習修了 

 ○ －  27  

業
務 

委
託 

警備員（昼間） 園内巡回、利用者補助等  － － ○    

夜間警備員（夏季２名） 夜間の園内巡回、利用者指導等  － － ○    

【有料施設の時間外の施設利用への対応】 

 

 

 

※該当施設があれば必ず記入してください 
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公園別内訳 【善福寺公園】 

 
※1 枚 1 公園として公園名を記入し、全公園分を作成してください。 
※職員一人ごとに記入してください。 
※役職については、公園を管理運営するうえで必要と思われる役職（所長、警備員等）を記入してください。  
※能力、資格、実務経験等は実際に配置する予定職員を想定のうえ記入してください。  
※雇用形態は該当する欄に○をつけてください。その他の場合は具体的な雇用の形態を記入してください。  
※「業務委託」については、警備や時間外の施設管理等に必要な人員を委託によって充てる際に記入してください。  
※本表とは別に職員のローテーション表を作成し提出してください。（標準１か月分：様式任意）  
 
 
  

 

役職 担当業務内容（具体的に） 能力、資格、実務経験年数等 

雇用形態 
一週間の

勤務時間 
備考 

常勤 非常勤 委託 
その他 

（具体的に） 

管
理
所
配
置
人
員 

サービスセンター長 
当該公園の責任者（出納など）、広報・
窓口対応、渉外担当、ボランティア対
応、利用者補助等 

公園管理経験 21 年、公園管理運
営士、普通自動車第１種運転免
許 

○  －  40  

副サービスセンター長 
センター長不在時の代行、利用指導、
利用促進、イベント担当、広報、アメ
ニティ巡回 等 

公園管理経験 10 年、上級救命講
習修了、普通自動車第１種運転
免許 

○  －  40  

管理運営スタッフ 
お客様サービス担当、事務担当、アメ
ニティ巡回 等 

公園管理経験３年  ○ －  36  

維持管理スタッフ１ 
植栽管理、施設管理、アメニティ巡回 
等 

公園管理経験８年、１級造園技
能士、２級造園技能士、上級救
命講習修了 

 ○ －  36  

維持管理スタッフ２ 
植栽管理、施設管理、アメニティ巡回 
等 

公園管理経験１年、普通自動車
第１種運転免許 

 ○ －  27  

業
務
委
託 

夜間警備員（夏季２名） 夜間の園内巡回、利用者指導等  － － ○    

         

         

         

【有料施設の時間外の施設利用への対応】 

 

 

 

 

 
※該当施設があれば必ず記入してください 



 

 

 

1
0
 

 

公園別内訳 【浮間公園】 

 
※1 枚 1 公園として公園名を記入し、全公園分を作成してください。 
※職員一人ごとに記入してください。 
※役職については、公園を管理運営するうえで必要と思われる役職（所長、警備員等）を記入してください。  
※能力、資格、実務経験等は実際に配置する予定職員を想定のうえ記入してください。  
※雇用形態は該当する欄に○をつけてください。その他の場合は具体的な雇用の形態を記入してください。  
※「業務委託」については、警備や時間外の施設管理等に必要な人員を委託によって充てる際に記入してください。  
※本表とは別に職員のローテーション表を作成し提出してください。（標準１か月分：様式任意）  
 
 
 

  

 

役職 担当業務内容（具体的に） 能力、資格、実務経験年数等 

雇用形態 
一週間の

勤務時間 

備

考 常勤 非常勤 委託 
その他 

（具体的に） 

管
理
所
配
置
人
員 

サービスセンター長 
当該公園の責任者（出納など）、広
報・窓口対応、渉外担当、ボランテ
ィア対応、利用者補助等 

公園管理経験６年、普通自動車第１種
運転免許 

○  －  40  

副サービスセンター長 
センター長不在時の代行、ホームペ
ージ管理、窓口対応、アメニティ巡
回、利用者補助等 

公園管理経験 10 年、公園管理運営士、
上級救命講習修了、普通自動車第１種
運転免許、プロジェクトワイルドエデ
ュケーター 

○  －  40  

維持管理スタッフ１ 
植栽管理、施設管理、アメニティ巡
回 等 

公園管理経験４年、上級救命講習修了、
普通自動車第１種運転免許 

 ○ －  30  

維持管理スタッフ２ 
植栽管理、施設管理、アメニティ巡
回 等 

公園管理経験４年、普通自動車第１種
運転免許 

 ○ －  30  

維持管理スタッフ３ 
植栽管理、施設管理、アメニティ巡
回 等 

公園管理経験３年、普通自動車第１種
運転免許 

 ○ －  27  

維持管理スタッフ４ 
植栽管理、施設管理、アメニティ巡
回 等 

公園管理経験１年、普通自動車第１種
運転免許 

 ○ －  27  

業
務
委
託 

警備員（昼間） 園内巡回、利用者補助等  － － ○    

夜間警備員（夏季２名） 夜間の園内巡回、利用者指導等  － － ○    

         

【有料施設の時間外の施設利用への対応】 

スポーツ施設の夜間受付は、業務委託により対応 

 

 

 

※該当施設があれば必ず記入してください 



 

 

 

1
1
 

 

公園別内訳 【赤塚公園】 

 
※1 枚 1 公園として公園名を記入し、全公園分を作成してください。 
※職員一人ごとに記入してください。 
※役職については、公園を管理運営するうえで必要と思われる役職（所長、警備員等）を記入してください。  
※能力、資格、実務経験等は実際に配置する予定職員を想定のうえ記入してください。  
※雇用形態は該当する欄に○をつけてください。その他の場合は具体的な雇用の形態を記入してください。  
※「業務委託」については、警備や時間外の施設管理等に必要な人員を委託によって充てる際に記入してください。  
※本表とは別に職員のローテーション表を作成し提出してください。（標準１か月分：様式任意）   

 

役職 担当業務内容（具体的に） 能力、資格、実務経験年数等 

雇用形態 
一週間の 

勤務時間 

備

考 常勤 非常勤 委託 
その他 

（具体的に） 

管
理
所
配
置
人
員 

サービスセンター長 
当該公園の責任者（出納など）、広報・
窓口対応、渉外担当、ボランティア対
応、利用者補助等 

公園管理経験 11 年、上級救命講習
修了 

○  －  40  

副サービスセンター長 
センター長不在時の代行、ホームペー
ジ管理、窓口対応、アメニティ巡回、
利用者補助等 

公園管理経験 10 年、上級救命講習
修了、普通自動車第１種運転免許 

○  －  40  

維持管理職員 
園内維持管理作業、グラウンド管理、
アメニティ巡回等 

公園管理経験 6 年 ○  －  40  

管理運営スタッフ 1 
お客様サービス担当、事務担当、アメ
ニティ巡回 等 公園管理経験 11 年  ○ －  27  

管理運営スタッフ 2 
お客様サービス担当、事務担当、アメ
ニティ巡回 等 

公園管理経験１年、普通自動車第１
種運転免許 

 ○ －  27  

維持管理スタッフ１ 
植栽管理、施設管理、アメニティ巡回 
等 

公園管理経験９年、２級造園技能
士、第１種電気工事士、普通自動車
第１種運転免許、上級救命講習修了 

 ○ －  30  

維持管理スタッフ２ 
植栽管理、施設管理、アメニティ巡回 
等 

公園管理経験３年、普通自動車第１
種運転免許 

 ○ －  30  

維持管理スタッフ３ 
植栽管理、施設管理、アメニティ巡回 
等 

公園管理経験３年、普通自動車第１
種運転免許 

 ○ －  27  

業
務
委
託 

警備員（昼間） 園内巡回、利用者補助等  － － ○    

夜間警備員（夏季２名） 夜間の園内巡回、利用者指導等  － － ○    

         

【有料施設の時間外の施設利用への対応】 

 

 

 

※該当施設があれば必ず記入してください 



 

 

 

1
2
 

公園別内訳 【石神井公園】 

 
※1 枚 1 公園として公園名を記入し、全公園分を作成してください。 
※職員一人ごとに記入してください。 
※役職については、公園を管理運営するうえで必要と思われる役職（所長、警備員等）を記入してください。  
※能力、資格、実務経験等は実際に配置する予定職員を想定のうえ記入してください。  
※雇用形態は該当する欄に○をつけてください。その他の場合は具体的な雇用の形態を記入してください。  
※「業務委託」については、警備や時間外の施設管理等に必要な人員を委託によって充てる際に記入してください。  
※本表とは別に職員のローテーション表を作成し提出してください。（標準１か月分：様式任意）  

 

役職 担当業務内容（具体的に） 能力、資格、実務経験年数等 

雇用形態 
一週間の

勤務時間 
備考 

常勤 非常勤 委託 
その他 

（具体的に） 

管
理
所
配
置
人
員 

サービスセンター長 
当該公園の責任者（出納など）、
広報・窓口対応、渉外担当、ボラ
ンティア対応、利用者補助等 

公園管理経験 12 年、普通自動車第１種
運転免許、上級救命講習修了、公園管理
士 

○  －  40  

副サービスセンター長 
センター長不在時の代行、アメニ
ティ巡回、窓口対応、ホームペー
ジ管理、ボランティア対応等 

公園管理経験 10 年、上級救命講習修了 ○  －  40  

維持管理職員 
日常維持管理作業、窓口対応、ア
メニティ巡回等 

公園管理経験５年、上級救命講習修了 ○  －  40  

管理運営スタッフ 1 
お客様サービス担当、事務担当、
アメニティ巡回 等 

公園管理経験３年  ○ －  36  

管理運営スタッフ 2 
お客様サービス担当、事務担当、
アメニティ巡回 等 

公園管理経験１年、普通自動車第１種運
転免許 

 ○ －  27  

管理運営スタッフ 3 
お客様サービス担当、事務担当、
アメニティ巡回 等 

公園管理経験１年、普通自動車第１種運
転免許 

 ○ －  27  

維持管理スタッフ１ 
植栽管理、施設管理、アメニティ
巡回 等 

公園管理経験７年、１級造園技能士、上
級救命講習修了、普通自動車第１種運転
免許 

 ○ －  30  

維持管理スタッフ２ 
植栽管理、施設管理、アメニティ
巡回 等 

公園管理経験８年、甲種危険物取扱者、
普通自動車第１種運転免許、上級救命講
習修了 

 ○ －  30  

維持管理スタッフ３ 
植栽管理、施設管理、アメニティ
巡回 等 

公園管理経験３年、普通自動車第１種運
転免許 

 ○ －  30  

維持管理スタッフ 4 
植栽管理、施設管理、アメニティ
巡回 等 

公園管理経験１年、普通自動車第１種運
転免許 

 ○ －  27  

維持管理スタッフ 5 
植栽管理、施設管理、アメニティ
巡回 等 

公園管理経験１年、普通自動車第１種運
転免許 

 ○ －  27  

業
務

委
託 

警備員（昼間） 園内巡回、利用者補助等  － － ○    

夜間警備員（夏季２名） 夜間の園内巡回、利用者指導等  － － ○    

【有料施設の時間外の施設利用への対応】 

スポーツ施設の夜間受付は、業務委託により対応 

 

 

 

※該当施設があれば必ず記入してください 



 

 

 

1
3
 

公園別内訳 【大泉中央公園】 

 
※1 枚 1 公園として公園名を記入し、全公園分を作成してください。 
※職員一人ごとに記入してください。 
※役職については、公園を管理運営するうえで必要と思われる役職（所長、警備員等）を記入してください。  
※能力、資格、実務経験等は実際に配置する予定職員を想定のうえ記入してください。  
※雇用形態は該当する欄に○をつけてください。その他の場合は具体的な雇用の形態を記入してください。  
※「業務委託」については、警備や時間外の施設管理等に必要な人員を委託によって充てる際に記入してください。  
※本表とは別に職員のローテーション表を作成し提出してください。（標準１か月分：様式任意）  

 

役職 担当業務内容（具体的に） 能力、資格、実務経験年数等 

雇用形態 
一週間の

勤務時間 
備考 

常勤 非常勤 委託 
その他 

（具体的に） 

管
理
所
配
置
人
員 

サービスセンター長 
当該公園の責任者（出納など）、
広報・窓口対応、渉外担当、ボラ
ンティア対応、利用者補助等 

公園管理経験９年、２級造園技能士、
特許管理士、普通自動車第１種運転免
許、上級救命講習修了、公園管理運営
士、応急手当普及員 

○  －  40  

副サービスセンター長 
ホームページ管理、窓口対応、ア
メニティ巡回、利用者補助等 

公園管理経験 15 年、上級救命講習修了 ○  －  40  

管理運営スタッフ 
お客様サービス担当、事務担当、

アメニティ巡回 等 
公園管理経験３年  ○ －  36  

維持管理スタッフ 1 
植栽管理、施設管理、アメニティ

巡回 等 

公園管理経験６年、普通自動車第１種

運転免許 
 ○ －  30  

維持管理スタッフ 2 
植栽管理、施設管理、アメニティ

巡回 等 

公園管理経験３年、普通自動車第１種

運転免許 
 ○ －  30  

維持管理スタッフ 3 
植栽管理、施設管理、アメニティ

巡回 等 

公園管理経験１年、普通自動車第１種

運転免許 
 ○ －  27  

業
務
委
託 

警備員（昼間） 園内巡回、利用者補助等  － － ○    

夜間警備員（夏季２名） 夜間の園内巡回、利用者指導等  － － ○    

         

         

【有料施設の時間外の施設利用への対応】 

スポーツ施設の夜間受付は、業務委託により対応 

 

 

 

1
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※該当施設があれば必ず記入してください 



 

 

 

 

1
4
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

グループ統括所長 22 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

管理運営係長 22 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

維持係長 22 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

管理運営職員 22 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

維持職員 22 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

常勤職員出勤人数 110 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5

行
事
等

※ 出 ：出勤者

※ 出 ：当日の責任者

日数

ウ 職員ローテーション表【北部グループ統括部署】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

1
5
 

 職員ローテーション表【戸山公園】 

 

 

  

2
1
 



 

 

 

 

1
6
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

サービスセンター長 22 出張 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出張 出 出 出 出 出 出 出 出

副サービスセンター長 22 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出張 出 出

常勤職員出勤人数 44 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2

管理運営スタッフ 20 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出張 出 出 出 出 出

維持管理スタッフ１ 20 出 出 出 出 出張 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

維持管理スタッフ２ 15 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出張 出 出 出

非常勤職員出勤人数 55 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1

総出勤数 99 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 4 4 3 4 2 3

警備 25 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

行
事
等

月
例
報
告

（
Ｐ
Ｍ

）

技
術
者
研
修

ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
打
合
せ

夜
間
巡
回
点
検

ギ

ャ
ラ
リ
ー

展
示
交
換

水
質
検
査

遊
具
の
重
点
安
全
点
検

セ
ン
タ
ー

長
会

（
P
M
出
張

）

共
同
作
業

樹
木
点
検

職
場
研
修
・
所
内
打
合
せ

観
察
会

実
務
担
当
者
研
修

※ 出 ：出勤者

※ 出 ：当日の責任者

日数

 職員ローテーション表【善福寺公園】 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

サービスセンター長 22 出張 出 出 出 出 出張 出 出 出 出 出 出 出 出張 出 出 出 出 出 出 出 出

副サービスセンター長 22 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出張 出 出

常勤職員出勤人数 44 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2

維持管理スタッフ１ 16 出 出 出 出 出 出 出 出張 出 出 出 出 出 出 出 出

維持管理スタッフ２ 16 出 出 出 出張 出 出 出 出 出 出 出 出 出張 出 出 出

維持管理スタッフ３ 15 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

維持管理スタッフ４ 15 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

非常勤職員出勤人数 62 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 1 2

総出勤数 106 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4

警備 25 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

行
事
等

月
例
報
告

（
Ｐ
Ｍ
出
張

）

グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備

セ
ン
タ
ー

長
研
修

技
術
者
研
修

ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
打
合
せ

樹
木
点
検

グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備

共
同
作
業

水
質
検
査

遊
具
の
重
点
安
全
点
検

職
場
研
修

所
内
打
合
せ

フ
リ
ー

マ
ー

ケ

ッ
ト

セ
ン
タ
ー

長
会

（
P
M
出
張

）

グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備

夜
間
巡
回
点
検

技
術
者
研
修

グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備

実
務
担
当
者
研
修

※ 出 ：出勤者

※ 出 ：当日の責任者

日数

 職員ローテーション表【浮間公園】 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

サービスセンター長 22 出張 出 出 出 出 出張 出 出 出 出 出 出 出 出 出張 出 出 出 出 出 出 出

副サービスセンター長 22 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出張 出

維持管理職員 22 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

常勤職員出勤人数 66 3 2 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 3 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2

管理運営スタッフ１ 15 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

管理運営スタッフ２ 15 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

維持管理スタッフ１ 16 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

維持管理スタッフ２ 16 出 出 出 出張 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

維持管理スタッフ３ 15 出 出 出 出張 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

非常勤職員出勤人数 77 2 2 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2

総出勤数 143 5 4 5 6 4 5 5 6 4 4 6 5 7 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 6 5 4

警備 25 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

行
事
等

月
例
報
告

（
Ｐ
Ｍ
出
張

）

グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備

セ
ン
タ
ー

長
研
修

技
術
者
研
修

グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備

陸
上
競
技
場
整
備

夜
間
巡
回
点
検

イ
ベ
ン
ト

共
同
作
業

遊
具
の
重
点
安
全
点
検

グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備

ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
打
合
せ

セ
ン
タ
ー

長
会

（
P
M
出
張

）

樹
木
点
検

グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備

陸
上
競
技
場
整
備

観
察
会

職
場
研
修
・
所
内
打
合
せ

実
務
担
当
者
研
修

グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備

※ 出 ：出勤者

※ 出 ：当日の責任者

日数

 職員ローテーション表【赤塚公園】 
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職員ローテーション表【石神井公園】 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

サービスセンター長 22 出張 出 出 出 出 出張 出 出 出 出 出 出 出 出 出張 出 出 出 出 出 出 出

副サービスセンター長 22 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

維持管理職員 22 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出張 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出張 出 出

常勤職員出勤人数 66 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2

管理運営スタッフ１ 20 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

管理運営スタッフ２ 15 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

管理運営スタッフ３ 15 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

維持管理スタッフ１ 16 出 出 出 出張 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

維持管理スタッフ２ 16 出 出 出 出張 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

維持管理スタッフ３ 16 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

維持管理スタッフ４ 15 出 出 出 出 出張 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

維持管理スタッフ５ 15 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

非常勤職員出勤人数 128 4 5 4 5 4 3 5 6 4 3 4 4 4 4 5 5 2 5 6 4 5 3 5 4 4 5 5 3 4 4

総出勤数 194 7 7 6 8 6 5 8 8 6 5 7 6 5 7 7 7 4 7 8 7 7 5 7 6 7 8 6 5 6 6

警備 25 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

行
事
等

月
例
報
告

（
Ｐ
Ｍ
出
張

）

グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備

グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備

プ
レ
イ
パ
ー

ク

セ
ン
タ
ー

長
研
修

技
術
者
研
修

グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備

グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備

プ
レ
イ
パ
ー

ク

樹
木
点
検

C
S
研
修

グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備

遊
具
の
重
点
安
全
点
検

グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備

夜
間
巡
回
整
備

プ
レ
イ
パ
ー

ク

自
然
観
察
会

グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備

セ
ン
タ
ー

長
会

（
P
M
出
張

）

共
同
作
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※ 出 ：出勤者

※ 出 ：当日の責任者

日数
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職員ローテーション表【大泉中央公園】 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

サービスセンター長 22 出張 出 出 出 出 出張 出 出 出 出 出 出 出 出 出張 出 出 出 出 出 出 出

副サービスセンター長 22 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出張 出 出

常勤職員出勤人数 44 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2

管理運営スタッフ 20 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

維持管理スタッフ１ 16 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

維持管理スタッフ２ 16 出 出 出 出張 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

維持管理スタッフ３ 15 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

非常勤職員出勤人数 67 1 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 3 3 1

総出勤数 111 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 5 4 3 3 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 5 4 2 5 4 3

警備 25 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出

行
事
等
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検
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検
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検

※ 出 ：出勤者

※ 出 ：当日の責任者

日数
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■平常時の対応 

 

 (2) 組織体制・指揮命令系統と役割分担 

 

 
 

私たちは、都立公園の管理水準を高めるとともに円滑な運営を図るため、これまでも東京都をはじめ、地元

自治体、警察署、消防署などと緊密な連携を図り、管理運営に取り組んでまいりました。 

今後、いっそう安定的で確実な管理運営を行い、安全・安心で快適な公園環境を提供するため、更に指揮命

令系統を明確にし、連絡・調整機能の強化を図ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 各公園にサービスセンター長（以下「SC 長」という。）を置き、日常の管理及び窓口業務を確実に実施しま

す。 

(2) ６公園の SC を統括する「グループ統括部署」を設け、本グループの統括管理を実施し、管理運営の一元化

を図ります。 

(3) グループ統括部署には、統括所長を１名配置し、グループの事業運営に係る責任者として、東京都との連絡・

調整窓口となるほか、各公園の SC を統括します。グループ統括部署には、管理運営部門及び維持管理部門

を司る「係」を各々設け、統括所長の指示のもと各公園の円滑な運営及び維持管理の質の向上を図ります。 

(4) 本社公園事業部内に管理運営部門を統括する「公園管理部署」、維持管理部門を統括する「維持管理部署」

を設け、管理運営の基本的方針等に係る都との連絡調整、管理水準の確認、事業の進行管理等を行います。 

(5) 管理技術の改善・開発研究や各公園の樹木診断等専門的技術支援を要するものについては、本社「技術管理

部署」が支援・指導します。 

(6) 本社に「都民協働」、「防災推進」、「企画・デザイン」、「樹木健全」、「安全防犯」、「研究開発」、「広報宣伝」、

「企業連携」、「スポーツコーディネート」など、専門の支援チームを設け、管理水準の向上及び質の高いサ

ービスを提供します。 

(7) 大規模な自然災害や震災発生時には、被害内容等に応じてグループ統括部署と本社公園事業部が密接に連絡

をとり、東京都の担当部署との連絡・調整等を迅速・的確に行います。 

 

 

(1) 24 時間 365 日、常に本社と現場が密接な連絡体制のもとスピード感をもって対応します。 

(2) 平常時の夜間や年末年始などの SC 閉所時は、警備会社や特約店による巡回と職員の緊急連絡及び参集等、

緊急時に備えた体制を整えます。 

 

(3) SC と統括組織の連携 

（１）基本的な考え方 

（２）確実な指揮命令系統に基づく体制の確立 

※特約店：複数の造園、電気、設備会社等と年間契約を結び、緊急時等に迅速に対応する制度 

1．具体的な考え方 

２．管理所と統括組織の役割分担・都との連携について 

指揮命令系統図 
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■夜間・早朝の対応 

■自然災害・その他災害発生時の対応 

■震災時等の対応 

①統括所長は、日常の連絡・調整のほかに、毎月 1 回 SC 長を招集した情報連絡会議を実施し、グループ内で

の情報共有や本社からの伝達事項等、一元的管理運営体制を確立します。 

②本社公園事業部は、毎月 1 回、総括所長を招集し、事業の進捗状況、苦情・要望内容などのほか、グループ

の運営状況を把握する「事業進行管理会議」を開催し、円滑・的確な運営に努めてまいります。 

(1) 夜間や早朝等の施設被害をはじめ事件・事故等が発生した場合は、速やかに東京都へ報告するとともに警

察・消防等との強固な連携のもと、SC 長及び統括所長が主体的にスピード感をもって対応します。本社・

公園事業部等は緊急連絡網により、いつでもどこでも対応できる体制を強化します。 

(2) 夜間等の迷惑行為が危惧される場合は、夜間警備を配置するなど未然の犯罪等防止体制を整えます。 

(3) 緊急施工等が必要な場合は、各現場に近い協力専門会社に依頼し、安全確保を図ります。 

(1) 全体調整等が必要な台風・大雨等の気象災害等の対応にあたって、本社・技術管理課が東京都窓口として各

現場（SC）を統括し、気象災害対策計画書に基づき、警戒態勢を組み対応に当たります。 

(2) 気象情報会社((株)ウェザーニューズ)との契約のもと、精度の高い気象情報を常時収集するとともに警報な

ど異常気象情報等を迅速に把握・メールで関係者に自動送信する「気象警報等予測配信システム」の稼働に

より、「公園別ハザードマップ」に基づく未然の災害防止対策を徹底します。 

(3) 災害が発生した場合は、グループ統括部署からの指示により緊急に応急補修や修繕に対応する、独自の専門

特約店によるスピーディな対応を行い、安全確保に努めます。 

(4) デング熱等の社会的影響を及ぼす事案や緊急重大事故については、本社に災害対策本部を設置し、組織を上

げて対応に当たります。また、事案によっては、東京都の指示を仰ぎながら慎重に対応いたします。 

(1) 震災発生時には、「震災対応マニュアル」に基づき、直ちに本社等に災害対策本部を立ち上げ、理事長の指

示のもと、防災担当部長の指揮により的確に対処する災害対応の体制を整えています。 

(2) 夜間等勤務時間外には「震災時職員参集計画」により各公園に１時間以内に複数職員が参集し、「現場対策

班」を立ち上げ、被害状況把握、安全確保、避難者等支援・誘導、本部への報告等を行います。 

(3) 各公園の地元自治体と協会との間の「防災協力協定」締結を進め、公園と地元自治体を結ぶ、防災無線によ

る「防災ホットライン」を構築するなど、防災支援・協力体制を更に強固なものにしています。 

(4) 東京都及び本社・各公園に設置済みの MCA 防災無線通信網や IP 無線通信システムに加え、レスナビ等 

  を配備し「災害時通信手段複数回線化」により、防災対応力をより盤石なものにします。 

(5) これらの体制の円滑な機能発揮をするため、平常時から様々な訓練により、職員の防災対応力を向上させる

取組を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

職員の防災対応力向上のための訓練 

●勤務時間内発災訓練（年 1 回） 

●夜間等参集訓練    （年 2 回） 

●公園協会本社と全公園間の防災無線訓練（毎週） 

●多様な主体と協働した地域連携防災訓練（公園協会全体で年100回以上） 

＜震災時の指揮命令系統図＞ 
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3．配置する人材の役割分担 

 (3) 人材の確保と職員の技術・能力向上への取組 

 

 

 

公園を取り巻く社会環境が大きく変化し、都民ニーズも多様化・高度化する中で、これらの変化に柔軟かつ機動

的に対応できる、公園の管理運営に関する総合的な知識、理解及び実行力を有する人材の確保・育成は大変重要と

考えています。私たちは、これまで「人材育成計画」に基づき、公園管理の経験や能力に応じた育成を行ってまい

りました。今後はさらに、以下に示すような人材を、公園管理のプロとして様々なニーズに的確に対応できる人材

として確保し、配置と育成に努めてまいります。 

①「公の施設」管理者としての基本的心構えや取組姿勢を堅持し、様々な課題等に的確に対応、行動できる人材 

②関係法令や行政の基本指針等を熟知するとともに、公園管理運営に係る豊富な知識、技術、ノウハウ等を持つ人材 

③利用者やボランティア、地域住民等とのつながりを大切し、適切な対応ができるホスピタリティの高い人材 

 

 

 各部署に配置する職員等の役割は以下のとおりです。 

 

統
括
部
署 

グループ統括所長 C グループ公園の統括責任者。業務総合調整、東京都等との連絡調整窓口 

管理運営係長 A グループ公園の運営管理責任者。事業計画進行管理、予算管理 

管理運営職員 A 管理運営係長補佐 

維持係長 B グループ公園の維持管理の責任者。維持管理の設計・監督 

維持管理職員 B 維持係長の補佐。維持管理の設計・監督 

本
社
ス
タ
ッ
フ 

防災推進チーム D 防災対応に係る総合指揮・統括、防災に係る自治体等関係機関との総合調整 

研究開発チーム D 管理運営及び維持管理に係る新技術の開発・運用、SC 等への高度な技術的指導 

企業連携チーム D 企業と連携したイベントや事業等の調整、事業推進、企業協賛などの総合窓口 

広報宣伝チーム D ニュースリリースや、ホームページ等による情報発信、広報宣伝等の総合調整 

都民協働チーム D ボランティアの受入や活動支援等の調整、企業 CSR の活動調整・推進 等 

樹木健全チーム D 樹木医による点検等の調整 貴重な樹木等に対する管理・育成等技術指導 

安全防犯チーム D 都や警察等と連携したホームレス対策等利用適正化の取組、事件・事故、防犯対応 

企画デザインチーム D 公園利用に係る各種調査・分析、広報資料等の企画・デザイン、事業企画等 

スポーツコーディネ
ートチーム 

D スポーツレクリエーション事業の企画コーディネート 

 

 

 

下表のとおり、各部署において必要とされる知識、能力、ノウハウ等を持つ人材を配置します。特に当グループ

では、ホームレス対策、自然・歴史資源の普及等に対応できる職員を各部署の役割に応じ継続して配置します。 

部署 SC・グループ統括部署 SC 長・グループ統括所長 本社スタッフ 

人材 

区分 
A (管理運営) B (維持管理) C D 

配置 

する 

人材 

○受付・サービス、

利用者指導・調整・

適正化を行う人材 

○公園施設・樹木等維持

管理、生物多様性保全・

普及等を推進する人材 

○公園管理運営を総合コーデ

ィネート・調整、パークマネ

ジメントを推進する人材 

○専門知識・ノウハウにより

各サービスセンター・統括部

署を支援・指導する人材 

職務上

必要な

知識・

能力 

○事務処理能力 
○接遇対応力 
○利用者・ボランテ
ィア等の調整能力 

○広報案内・情報発
信力 

○造園技術に係る能力、 
樹木点検等ノウハウ 

○動植物に関する知識、生 
物多様性保全・普及能力 

○遊具ほか公園施設等の 
安全点検・補修等能力 

○パークマネジメントに係る
総合的な知識と実行力 

○都市公園法・公園条例など法
令等の理解と的確な判断力 

○施設管理・安全衛生に関する
総合的な知識・能力 

○防災、安全・防犯、研究開発、
都民協働、樹木健全、企業連
携、企画デザインなど、専門
的な高度な知識・ノウハウ等 

○建築・土木・造園・電気など
専門技術とノウハウ 

共通し

て求め

られる

基礎的

能力 

①都市公園法や都立公園条例、基準・規則等に係る基礎知識、その他公園管理運営に関する知識 
②「公の施設」の管理者としての公平公正なサービス提供に係る認識と対応力 
③接遇等に係るＣＳ能力や、公園やまちの案内ができる語学・会話能力 
④情報セキュリティ、コンプライアンス等に関する知識と対応力 
⑤応急手当やＡＥＤ操作力等を始めとする基本的な危機管理能力 
⑥その他、基礎的な防災対応力、公園施設・樹木等の安全点検能力、都民協働や利用者調整等の能力 

サービス センター 役職等 
人材区分 

*下表参照 主 な 役 割 

SC 

SC 長 C 各公園の統括責任者。利用者、住民、地元区他関係機関との総合調整 

管理運営職員 A 
利用者窓口対応、施設受付、利用指導・適正化、利用促進、イベント指導ほか各種調
整等 

維持管理職員 B 植栽管理、生物多様性保全・普及、公園施設管理等 

１．ニーズ等に的確に対応できる人材配置・育成の考え方 

２．配置する人材の役割等 

３．人材配置の方針 （部署ごとに求められる職員配置と必要能力） 
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私たちは、以上の人材配置の考え方等に沿って、次の方針に基づいて人材確保を進めてまいります。 

①中長期的な視点を見据えた計画的な採用の実施 

 ・新卒等の若手職員を計画的に採用し、前述のような公園管理に必要なスキルを有する人材を育成し、 

適材適所に配置するとともに、即戦力のスキルを持ったプロフェッショナルも採用していきます。 

 ・都派遣職員の技能・技術、ノウハウ等を継承する若手新卒者を継続的に採用していきます。   

②公平公正を確保する幅広い採用窓口の活用 

・造園系大学等、専門の大学や高等学校、職業訓練校とのインターンシップや研修生の受け入れを通じ 

た教育機関等のつながりを活用していきます。 

 ・民間や公共のあっせん機関を活用し、各分野の経験者等、幅広い人材を確保していきます。 

 ・地域の歴史や文化に詳しい人材を地元から採用  

・ホームページやメディア等の活用により採用機会の公平・公正性を確保します。 

③事業の継続性・安定性を重視した採用 

・これまで従事してきた職員をできる限り継続的に雇用し、事業の継続性、安定性を高めてまいります。 

 

 

前述した部署ごとの役割等に応じて、下記のように人材ごとに能力向上に向けた取組を進めていきます。 

なお、これらの取組によって、これまでに各種資格を取得した職員数及びその推移は下図のとおりです。 

 Ａ 受付窓口対応、利用者サービスやボランティア指導調整等を行う人材育成の取組  

①都民協働（初級、中級、上級）研修 ②CS トレーナー研修 

③公園管理 OJT リーダー養成研修    ④事務能力及び広報案内力向上等の OJT 研修 

  B 公園施設等維持管理を適切に行い、生物多様性保全を進める人材育成の取組 

①公園の維持管理技術のスキルアップを図るための設計・積算、施工管理に関する研修により、自己啓 

発を含め、造園施工管理技士、造園技能士など資格取得を推進 

②自然観察指導員養成講座等の受講により、動植物及び生物多様性保全・普及等の知識・能力を向上さ 

せ、資格取得等を進めます。  

③樹木点検員養成研修、樹木医講習会等のほか自己啓発を含め樹木医取得を進めます。 

④高所作業車運転技術講習会、チェーンソー等特別講習会、OJT による剪定作業訓練、野球場やテニス 

コートの維持管理実習により能力の向上を図ります。 

 C 総合的にパークマネジメントを実践する人材育成の取組 

①パークマネジメント研修 ②公園管理上の各種課題解決能力を向上させる実践的研修 

③安全衛生推進者養成研修  

 D 現場を支援・指導する人材育成の取組 

 ①最新の動向を捉えた専門知識のステップアップ研修の実施 

 

※その他、公園管理者としての基礎的能力向上の取組 

  ①接遇等に係るＣＳ研修         ②個人情報等コンプライアンス研修 

③応急手当やＡＥＤ研修         ④防災対応能力の向上研修 

⑤公園管理運営に関する専門研修 ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分
野
別
資
格
保
有
職
員
数 

基
礎
的
能
力 

公園管理運営士 90 名 

防災士 51 名 

上級救命講習修了 300 名 

専
門
的
能
力 

樹木医 15 名 

造園技能士（1,2 級）87 名 

造園施工管理技士 

（1,2 級）69 名 

技術士３名 

自然観察指導員等 69 名 

 

４．人材確保の方針 

５．職員の能力向上に向けた取組 
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３ 運営管理計画 

（1）都立公園の管理運営についての方針と具体的な取組 
 

 
 
都市部の公園・北部グループの公園は、市街化された中にあって、武蔵野台地と崖線、河川、湧水池

など多彩な地形に赤塚のニリンソウなど地域の誇りとなる豊かな自然と石神井城址や箱根山など地域の
成立ちを伝える重厚な歴史資源を多数有しています。これらは、都立公園となる前から風致地区として
親しまれてきた石神井や善福寺をはじめ、長い間地域の人々に強い愛着をもって守り支えられてきたと
いう特性を持っています。 
私たちは、これら公園や地域の特性を踏まえた上で、多様化・高度化するニーズに対応するため重要

と考えられる「管理運営の方針」を以下のとおり定めました。運営にあたっては、地域住民や地元自治
体との連携関係を継続・強化するとともに、私たちの組織力や専門性、大学や企業等との連携関係を活
かし、地方自治体として応えるべき課題については対応策等を取りまとめて東京都と協議・連携しなが
ら、管理運営の基本理念に掲げた「水とみどりの宝石箱～地域と共に磨き、輝く～」の実現を図ります。 

 

環境の変化や新たなニーズに応えるための「管理運営の方針」 

①安全・安心・快適 ・公園利用の適正化やマナー向上の推進により、安全・安心、快適性を徹底的に追求します。 

②防災 ・公園の防災対応力を強化するとともに、地域の自助・共助能力の向上により、防災対応力を高めます。 

③環境 
・地域で長年活動を続けているボランティアや大学等、様々な主体と連携し、生物多様性に配慮し、多
様な生物が生息・生育していける環境を、地域とともに創り上げます。 

・都と連携し、企業等の協力を得ながら、池の環境改善・水質浄化に向けた様々な取組を進めます。 

④教育・文化 
・歴史や文化、自然等の豊富な地域資源を、「水とみどりのフィールドミュージアム」として掘り起
こし、その価値を多彩なツールで積極的に発信するとともに、レガシーを未来に継承します。 

⑤スポーツ・健康 
・オリンピック・パラリンピック開催に向けてスポーツ機運を高め、子どもから高齢者までの健康増進
や交流を推進します。 

⑥地域・コミュニティ 
・公園の魅力を高める協働コーディネーターとして、多様な主体と連携し、公園を核として地域の活性
化に寄与します。 

 

 
 
私たちは、公園別パークマネジメントプランや前項の方針に基づき、公園や地域特性に応じた各公園の管

理運営方針を以下のように設定し、環境の変化や新たなニーズに応える取組を展開していきます。 
 

 

 

 

 

 

【特性】◆かつては広大な大名庭園◆山手線内最高峰の箱根山◆繁華街に近接  

◆高齢者の多い集合住宅と多数の学校等の公共施設が隣接◆避難場所  
 

方
針 

戸山荘をはじめとした歴史・文化の発信と 

五輪を契機とした安全・安心・健やかな公園づくり 

■徳川林政史研究所等の貴重な資料を活用し、戸山荘の魅力が現地で体感できる携帯端末等によるセルフガイドシス
テムを提供するほか、新宿区や町会等と連携して箱根山ツツジまつりを開催し、観光利用を促進します。…③④⑥ 

■滞留者の新規流入圧力が続く立地から、関係機関や支援団体との連携を活かして公園利用の適正化対策を更に強化
し、オリンピック・パラリンピックに向けて周辺地域も含めた安全・安心、快適な環境づくりを進めます。…①⑥ 

■高齢者の多い団地や学校の参加を得て、アシックスジャパン株式会社と連携した幅広い世代が参加するウォーキン
グイベント等を開催し、人々の健康増進や多世代交流を進めます。…⑤⑥ 

■消防や警察と連携しながら、近隣の高齢者や外国人居住者の参加も重視した外国語対応の防災パンフレットを用い
た避難・炊き出し等の防災訓練を実施し、地域の防災対応力を強化します。…②⑥ 

 

 

 

 

 

【特性】◆古くからの風致地区◆かつての武蔵野三大湧水池◆遅の井 

◆日本野鳥の会発祥の地◆公園への愛着が強い◆避難場所  
 

方
針 

武蔵野三大湧水池の景観と 

自然・歴史・文化の次世代への継承 

■公園の自然や歴史を盛り込んだ総合学習ガイドブック「善福寺公園探検隊」を活用し、近隣の小・中・高校ととも
に清掃やマナー啓発等を行う「子ども達と創る公園」の取組をモデル事業化し、更に拡大を図ります。…④⑥ 

■石神井公園で実施してきたカメ類等外来生物防除のノウハウを活かし、善福寺公園の池の環境改善及び在来植物の
保全に努めます。また、武蔵野三大湧水池・河川広域連携の団体間で水質浄化等に関するシンポジウムを開催する
など情報共有を図り、連携して様々な課題の解決に向けた取組を強化します。…③⑥ 

■日本野鳥の会と連携し、四季を通じての観察会の実施等、「野鳥の聖地」としての情報発信を充実します。…③ 
■地元アーティストと連携した野外アート展等、公園ミニギャラリーを活用した魅力発信を進めます。…④⑥ 

戸山公園 

善福寺公園 

１．管理運営の方針 

２．公園別管理運営方針と主な取組  
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【特性】◆釣りができる公園◆元荒川本流の浮間ヶ池◆シンボルの風車 

◆桜草圃場と水生植物園◆多数の野鳥が飛来◆浮間舟渡駅に近接◆避難場所  

方
針 

荒川の自然・文化の発信と 

公園を拠点とした地域活性化 

■北区桜草保存会と連携し、かつて荒川沿いに自生していたサクラソウやマコモ等を新たに植栽するなどにより、 

水生植物園を再生します。また、愛鳥家の協力を得てきめ細かな野鳥情報の提供を続けるとともに、冬鳥をはじ

めとした野鳥ガイドウォークの通年開催等により、公園の魅力発信を更に拡大します。…③④ 

■多目的広場を活用したジャイアンツ野球教室、幼児や高齢者を対象として遊具を使ったいきいき運動教室を開催

し、地域の人々を始めとする健康増進に寄与します。…⑤ 

■地元の釣り愛好家と協力してちびっこ釣り大会を開催し、釣りマナーの向上と多世代交流を推進します。…①⑥ 

■駅前広場を活用し新たに水辺環境をテーマとする浮間環境フェスタを開催する等、賑わいを創出します。…③④⑥ 

 

 

【特性】◆ニリンソウ等の武蔵野崖線の貴重な自然◆集合住宅が近接 

◆赤塚城址◆区立施設等が近接◆避難場所、災害時臨時離着陸場候補地 
 

方
針 

武蔵野崖線の自然、地域の歴史・文化の発信と 

健やかな公園づくり 

■大学や板橋区、ボランティアと連携し、武蔵野崖線の緑の保護・育成方針を定め、地域住民とともにニリンソウを

はじめとする貴重な植物の保全や普及啓発を進めます。…③④⑥ 

■区立郷土資料館等と連携した歴史ガイドウォーク等により、赤塚城の歴史や地域の文化の魅力を紹介します。…④ 

■団地等と連携し、史跡や四季の野草を巡る公園探検ツアーを開催する等、地域交流の機会を拡大します。…④⑥ 

■公園の地形を活かし、地元スポーツクラブ等と連携したノルディックウォーク等の健康増進イベントを実施し、地

域の人々を始めとする健康増進に寄与します。…⑤⑥ 

■消防と連携した防災イベント「ファイアフェスタ」を更に拡大し、地域の防災対応力を強化します。…②⑥ 

 

 

 

 

 

【特性】◆古くからの風致地区◆かつての武蔵野三大湧水池◆沼沢植物群落 

◆石神井城址◆区立施設や商店街が近接◆避難場所、災害時臨時離着陸場候補地   

方
針 

武蔵野三大湧水池の景観と地域の歴史・文化の継承 

及び公園を拠点とした地域活性化 

■協会独自の「生物多様性保全戦略」を踏まえ、長年の外来種防除の取組を拡大し、埋土種子の活用による在来種回

復の検討等、池の環境改善を進めます。また、井の頭池をはじめとする他の公園等での取組事例を参考に、様々な

水質浄化策を講じるとともに、都と協力してかいぼり等を含めた対策についても検討を進めます。…③⑥ 

■区立ふるさと文化館と連携し、歴史愛好家に人気の公園歴史ガイドを更に拡大、広域的な利用を促進します。 

…④⑥ 

■駅前商店街等と連携し、公園と街を巡るウォークラリー等を開催し、地域活性化に寄与します。…⑥ 

 【特性】◆野鳥の森◆キャンプ朝霞跡◆自衛隊駐屯地、県営・区立公園に隣接  

◆支援学校等が近接◆避難場所、災害時臨時離着陸場候補地  
 

方
針 

隣接公園と一体となった 

健やか自然ふれあい公園づくり 

■疎林内にある「ちょうの里」を雑木林や草地等にも拡大し、生息環境ごとに観察スポットを設け、蜜源植物や食草

を増やすことにより、蝶の舞う公園づくりを実現します。また、「野鳥の森」を林内で野鳥観察ができるように小

道や鳴き声サインを整備する等、自然とのふれ合いの場を拡充します。…③ 

■地元町会や支援学校等と連携し、東京都障害者スポーツ協会の協力を得て多世代・障がい者交流スポーツ大会を開

催し、オリンピック・パラリンピックに向けた機運醸成を図ります。…⑤⑥ 

■隣接する埼玉県営及び練馬区立公園と定期的に広域連携情報連絡会を開催し、3 公園利用ガイドや花カレンダーの

発行、キッズチャレンジなどの周遊イベントの拡大等により広域利用の促進を図ります。…④⑥ 

共通項目：地域の防災対応力の向上 

■地元区と防災協力協定の締結を進めるとともに、消防署や地元自治会、学校等と連携して防災訓練を実施し、地域

の防災対応力を強化します。…① 

浮間公園 

赤塚公園 

石神井公園 

大泉中央公園 
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 （2）利用者要望の把握方法と管理業務への反映方法 

 

 

私たちは、公益財団法人として公平・公正な取扱をモットーとし、また、公園管理のプロフェッショナル

として法令に準拠した毅然とした対応を実施してまいります。実施に当たっては、適切かつ迅速に、誠意を

もって対応するとともに、相反する意見がある場合は、双方の言い分を丁寧に聞く対話型の対応を行います。

また、必要に応じて、公園利用者や地域住民に対しての説明会を現場で実施し、相互理解を求めていきます。 

公園利用者等との十分な話し合いを得た結果、よりよい公園管理のために新しいルールづくりが必要と判

断される場合は、東京都と協議・調整して、実施に向けて取り組んでまいります。 

 

 

サービスセンターでの窓口応対・電話対応・ご意見箱への意見や、園内巡回時の声掛け等による利用者の

声の把握に加え、本社・お客様総合窓口に寄せられる電話・FAX・メール・手紙等、多様な手段により寄せ

られる苦情・要望・ご意見の収集・整理とデータベース化、業務・サービス改善に向けたフィードバックシ

ステムの一層の充実を図ります。 

定期的な顧客満足度調査の実施による苦情・要望・ニーズの把握および客観的な事業評価の確認を実施し

ます。また、イベント・プログラムの効果をより精緻に測定する、新たな指標を検討・活用し、次のプログ

ラムの改善に活かすことで、更なる公園の魅力向上に役立てていきます。 

公園利用者のみならず、地域住民やボランティア、NPO 等の協働パートナー、近隣企業・団体、教育機

関、公共機関等、公園に関わる多様な主体から、幅広く意見等を収集するとともに問題解決に向け「公園連

絡協議会」等の話し合いの場を設置していきます。 

地域住民の方々に愛される公園として、地域と一緒に公園の魅力向上に取り組んでいく仕組みを構築する

ため、地域住民・公園利用者との直接対話できる機会を拡充し、管理運営マネジメントに活かしていきます。 

①住民参画型「ＴＯＫＹＯパークス・ホットラインシステム」の導入 

公園利用者等の中から一定人数を登録し、スマートフォンを使って常

時、公園施設等に係る課題・要望・意見等をサービスセンターに連絡で

きる、住民参画型のパークモニタリングシステム、「ＴＯＫＹＯパーク

ス・ホットラインシステム」を導入します。気軽に意見等を伝えられる

仕組みをつくり、地域住民・公園利用者等と私たちとのホットラインを

構築し、コミュニケーションの促進を図ることにより、より安全・安心

で快適な公園づくりにつなげます。また、利用者が公園の管理運営マ

ネジメントに参画する体制をつくり、地域の公園への愛着を深めてい

ただくことで、公園の更なる質の向上につながっていきます。 

②「利用者の意見提案コーナー」の設置 

公園利用者等が、気軽に公園に関する様々な意見・要望等を伝えることのできる「利用者の意見提案コ

ーナー」を各サービスセンターに設置し、意見等の把握に努めていきます。 

③各分野の「パークモニター調査員」による公園点検・評価の実施 

公園の管理運営状況等を、様々な観点から客観的に評価し、改善案等を提案していただくため、障がい

者、保育関係者、高齢者、外国人、ボランティアなどからそれぞれ複数名を「パークモニター調査員」に

毎年認定し、職員と一緒に公園内の施設を点検して、公園の評価・要望・ご意見等の把握・分析を実施し

ます。  

(1) 日常的な苦情・要望・ご意見の把握 

(2) 顧客満足度調査・イベント時のアンケートの実施 

(3) 多様な主体が参画した協議会等の実施 

(4) 住民との直接対話の機会の拡充  

住民代表とのパークモニタリング 

調査の実施 

１．基本的な考え方 

２．要望の把握方法 
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SC や本社で受けた苦情・要望・ご意見等につ

いては、社内で分析、分類の上「利用者の声デ

ータバンク」に登録して情報を共有します。安

全・安心に係る緊急性の高いもの等については

迅速に対処するとともに、直ちに東京都に連

絡・調整を図ります。その他の苦情・要望等に

ついては、法令に基づき公平・公正の観点を重

視し、利用者の声を丁寧・誠実に聞いて、解決

に向けた話し合いを実施していきます。それで

も合意が得られない場合や、相反する対立意見

が存在する場合等は、当事者や関係機関等のス

テークホルダーの方々との話し合いの場を持ち、

東京都とも協議・調整を行って、場合によって

はルールの改正等の提案を行う等、よりよい解

決策を導き出していきます。 

これらの結果については、「利用者の声データ

バンク」のイントラネットにより社内共有する

とともに、「事業進行管理会議」において検討を

加えます。特に公園の質の向上やお客様の満足

度向上につながる案件については、「CS（お客様

満足度）推進委員会」等を開催して、PDCA サ

イクルに基づき、よりよい改善のために他の公園への横展開等を進めていきます。また、苦情・要望等の対

応状況については、サービスセンターの掲示板により、利用者に公開するなど、公園利用者の信頼・満足度

向上を図っていきます。 

 

 

 

フロー 対応例 

利

用

者

の

声

を

活

か

す

公

園

管

理

改

善

シ

ス

テ

ム 

利用者要望の 

把握 

様々な手段を用いて要望・苦情を受け付けた結果、以下の２つの相反する要望が寄せられ
ました。 
「広場での団体競技練習を禁止してほしい」⇔「今後も使わせてほしい」 

危険性等の現状確認をします。当事者からも改めて意見を聞きます。結果、土日・祝日の
昼過ぎからは多くの方が利用するため、団体競技練習は危険を伴うことが判明しました。 

他業務への反映 

法令・慣例・類似事例等を確認します。この際、私たちの「利用者の声データバンク」を
活用します。他の公園でも同様の要望があり、住民や公園利用者との調整の結果、団体利
用のルール作りをしている事例が見つかりました。 

検討と対応 

解決策を検討します。本件については、特に要望が多いうえ、相反する要望でもあるため、
住民の意見をより反映した解決策を探るため、連絡協議会を開催します。可能な限り、都
の関係者にもご参加いただきます。 
連絡協議会では色々な意見が出ましたが、折衷案として、「場所や時間を限定するすみ分
けルールを決める」ことが妥当あると判断しました。この解決策について、改めて都と協
議しました。 

解決策を要望者に伝えます。本件は、公園利用者にも影響があるため、SC 掲示板と、広
場入口にて周知を行います。周知後、解決策を実施します。 

一定期間、経過観察をし、公園利用者等の反応を確認します。「全面禁止すべき」という意
見も引き続き聞かれたものの、危険性は低いこと、公園利用者からも一定の賛意を得られ
たことから、当面の間、このルールを継続することとします。 

対応結果の公開 SC 掲示板にて、苦情要望内容とその対応を公表し、透明性を担保します。 

他業務への反映 

「利用者の声データバンク」に、要望内容や状況、対応とその根拠を書き込み、情報を蓄
積、共有します。また、グループ内及び本社でも、解決策に至るプロセス等を報告しまし
た。 

  

３．対応及び業務への反映 ～「利用者の声を活かす公園管理改善システム」～  

４．苦情要望の対応例  
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（3）質の高いサービスを提供するための具体的な取組 

 

私たちは公園特性・地域特性を踏まえた上で、少子高齢化の進展やライフスタイルの多様化・高度化等に

対応する魅力的なプログラム提供や情報発信、環境再生を継続的に実施することにより、公園のファンを増

やして利用促進につなげていきます。また、誰もが集える、安全・快適に過ごせる公園環境の提供に向け、

更なるサービス水準の向上に取り組んでいきます。 

 

 

当グループ公園の特色である、公園や地域の貴重な自然・歴史

資源等を、近隣博物館等と連携して掘り起こし、容易に体感でき

るよう情報をシリーズ化し提供することで、公園や地域の価値を

高め、広域利用を促進します。 
  

公園 フィールドミュージアム資源 情報発信 主な連携機関 

戸
山 

・尾張徳川下屋敷「戸山荘」の名残の地形と箱根山 

・江戸の花名所であった大久保のツツジの歴史 

・戸山ケ原や陸軍射撃場等の遺構 

○フィールドミュージアムガイド

ブック 

・公園別ガイド（⇒自主事業） 

・テーマ別ガイド（⇒自主事業） 

・電子データ版（ホームページ） 

○携帯端末によるセルフガイドシ

ステム（戸山他） 

○野鳥鳴声サイン（大泉中央他） 

○リアルタイム情報ボード 

（全公園） 

○自然観察会（全公園） 

○歴史ツアー（戸山･赤塚･石神井） 

○鉄道事業者連携ツアー（戸山他） 

○自然ふれ合いクラフト教室 

（全公園） 
○都民協働による動植物の継続的
なモニタリングと情報の活用 

区歴史博物館 

徳川林政史研究所 

近隣学校 

善
福
寺 

・日本野鳥の会発祥の地の多様な野鳥 

・善福寺川の源流である、かつての武蔵野三大湧水池 

・風致地区として守られた景観と豊かな動植物相 

日本野鳥の会 

近隣学校 

浮
間 

・サクラソウの名所であった浮間ヶ原の歴史 

・荒川本流の名残の浮間ヶ池と水生植物 

・渡り鳥のカモ類を中心とした多様な野鳥 

桜草保存会 

区飛鳥山博物館 

赤
塚 

・武蔵千葉氏が拠点とした赤塚城遺構 

・ニリンソウ自生地をはじめとする崖線の豊かな自然 

区郷土資料館 

区赤塚植物園 

石
神
井 

・豊島氏が拠点とした石神井城遺構と照姫伝説 

・かつての武蔵野三大遊水地と沼沢植物群落 

・風致地区として守られた景観と観光開発の歴史 

区ふるさと文化館 

近隣学校 

 

大
泉 

・周辺施設を含めた基地跡地の広大な緑地 

・自然再生により生まれた、ちょうの里や野鳥の森 

埼玉県営和光樹林

公園 

 
 

区分 項  目 実 施 内 容 

環
境 

外来生物駆除活動 
ブラックバスやキショウブ等の外来生物駆除作業に公園利用者にも参加してもらい、ボランティ

アと協働して生物多様性保全への理解や公園への愛着を深める。（石神井他） 

池の水質浄化対策 
東京都事業と連動し、ボランティアや様々な企業・団体等の協力を得て、池を汚さない取組や水

質浄化に資する様々な方策を検討・実施し、水質等の改善に取り組む。（善福寺･浮間･石神井） 

野草自生地保全活動 
赤塚のニリンソウ自生地等や大泉中央カントウタンポポ群生地等で、ボランティアや公園利用者

の参加を得て、保全活動の更なる活性化を図る。（赤塚・大泉中央他） 

教
育
・
文
化 

日本の四季の風物詩 
七夕、鯉のぼり、正月等、日本の伝統行事や季節の演出を充実させ、外国人に対する多言語対応

も含め、日本文化に触れ、親しむ機会を提供する。（全公園） 

子ども達と創る公園 
教師向け活動ガイドを作成して総合学習を積極的に誘致し、子どもと一緒に展示、清掃、マナー

啓発等の推進を図り、次世代の公園への愛着を醸成する。（全公園） 

元気な子どもを育むプレイ

パーク 

関係団体と連携したプレイパーク環境の魅力向上、運営協力、連携によるイベント開催により、

幼児や子供が自由な発想で遊べる環境を保全する。（戸山･石神井･大泉中央） 

ギャラリー等での作品展 
地元アーティストや愛好家、学校等の参加による絵画・写真展等を実施し、多世代の創作活動や

発表の場を提供し、賑わいを創出する。（戸山･善福寺･石神井） 

野外アート展 
アーティストによる公園をフィールドとした展示や、ワークショップを地域の子供も参加して開

催し、公園の魅力向上と芸術に触れる機会を提供する。（赤塚他） 

サンドアートフェスティバ

ル 

都立公園最大規模の砂場を活かし、独自の型枠等を使用する砂像造りなど、親子のワークショッ

プを行い、創作の楽しさを体験するとともに賑わいを創出する。（大泉中央） 

１．水とみどりのフィールドミュージアム 

２．魅力と賑わいの創出 
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(1) SC のインフォメーション・情報発信機能の拡充（全公園） 

・SC を街の情報案内拠点として、オリンピック・パラリンピックに向けて周辺情報も含め提供します。 

・SC 窓口を、より親しみやすく、楽しめる「ウェルカムカウンター」とします。 

・英語基本フレーズ集やコミュニケーションボードを活用し窓口で「英語でおもてなし対応」を行います。 

・公園協会「サインデザインマニュアル多言語改訂版」により、公園サインの多言語化を行います。 

・公園パンフレット多言語版を発行するとともに、ホームページ等で発信します。 

(2) ホームページ・SNS 等多様な媒体による旬情報の積極的な発信（全公園） 

・ＨＰ、メールマガジンの内容充実を図り、SNS 等を積極的に活用し、旬な情報を発信します。 

・ＨＰの多言語化（日英）を図り、スマホ等を含め情報を取得可能にします。 

・ＨＰ情報アクセシビリティを向上します。（スマホ対応、文字サイズ変更機能、弱視の方に配慮した色調等） 

(3) 公共交通機関等と連携した PR 

・近隣駅等と連携し、イベント告知や公園アクセス、見どころの PR を行います。（浮間･石神井･赤塚） 

・電車内広告等によるイベント告知等を行います。（戸山他） 

・ＪＲ等交通機関や旅行会社と連携したツアーや周遊イベントを積極的に誘致します。（戸山他） 

 

 

(1) 利用適正化と防犯の徹底 

・SC の警察 OB 等の特別適正化チームが中心となり、繁華街に近接するために滞留者の新規流入圧力が絶

えない戸山で、適正化の対応を更に強化し、周辺地域も含め、オリンピック・パラリンピックを契機に

世界からのお客様を迎える環境づくりを進めます。（戸山） 

・本社に警察 OB で構成される安全担当の専門部署を配備し、定期的に公園を巡回するとともに、警察・

東京都等と密接に連携して、事件・事故の未然防止と迅速な対応を実施します。（全公園） 

・警察と連携し、広域防犯ムーブメント創出（防犯ステッカー配布等）に取り組みます。（全公園） 

・夏季等の夜間巡回警備により、万一の場合も安全を確保します。（全公園） 

(2) 利用者へのルール指導（全公園） 

・毎日のアメニティ巡回時の挨拶等を実施しコミュニケ―ションをとるとともに、法令に基づく管理に努

めます。 

・禁止看板の表記を改善し、禁止という表現は避けて根拠に基づく説明や心情に届く表現を工夫します。 

・フレキシブルサイン（移動可能）の設置で、要望や利用状況に応じて即座に注意喚起を図ります。 

(3) 公園及び地域防災対応力の向上（全公園） 

・公園の防災機能の強化と PR、職員のスキルアップ、防災無線訓練、様々な想定の参集訓練を継続します。 

・地元自治体・自治会・地域住民・消防等との連携による地域連携防災訓練を拡充します。 

・地元区との防災協力協定の締結を進め、発災時の協力体制を確保、充実させます。 

・緑化業協会との災害時対応に関する協定締結により、自然災害や震災時の緊急対応の体制を確保します。  

ス
ポ
ー
ツ
・
健
康 

健康増進ムーブメント発信 

医療専門家の協力でジョギング・ウォーキング・箱根山登山等の分かりやすい体力別コース設定

と運動レベル表示等を行い、スポーツ企業と連携したイベント（自主事業）を行う等、多世代で

気軽に健康づくりに取り組む機会を拡大する。（全公園） 

多世代・障がい者交流スポ

ーツ大会 

近隣の支援学校や関係団体等と連携し、競技場を活用して、体力等に応じたオリジナル種目の運

動会を開催し、スポーツを介した交流の機会を広げる。（大泉中央） 

公園でキャッチボール 
東京都の指導の下、プロ野球球団等と連携したキャッチボール用具貸出を、教本提供等により普

及・拡大し、世代交流や次世代育成、スポーツ利用の促進を図る。（善福寺） 

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

地域の伝統行事の開催 
地域の伝統行事等と連携し、公園や地域の文化継承と魅力の向上、賑わい創出を図る。 

（戸山：流鏑馬、赤塚：梅祭り、大泉中央：凧揚げ 等） 

箱根山ツツジまつり 
新宿区や地元町会等と連携し、箱根山等に新たにツツジの名所をつくり、花を観賞し魅力を楽し

むイベントを開催・充実させ、地域の魅力を広く発信する。（戸山） 

ラベンダーまつり 
ラベンダーの丘を、地域の花の名所としていくため、地域住民との協働による清掃や植物管理の

作業、花摘みやハーブの利用方法の講習等を行う。（戸山） 

公園探検ツアー 
周辺自治会（集合住宅等）と連携し、高齢者を中心とした住民等を主な対象とした自然観察会や

歴史ガイドを行い、屋外活動や交流の機会を提供する。（戸山・浮間・赤塚） 

公園魅力アップディ 
地域とともに園内の清掃活動、花壇管理や樹名板作りを行うとともに、公園樹木さがしラリーや

自然観察会等を開催し、公園の魅力を高め、再発見する機会とする。（浮間） 

３．効果的でタイムリーな情報提供  

４．安全で快適な公園環境の創出 
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（4）公園の魅力向上と利用促進を図るための自主事業等の提案 

 

 

 

私たちは、公園と周辺地域の特性を踏まえた効果的な自主事業を実施し、より一層の利用促進を図るとと

もに、公園と周辺地域の魅力向上を果たしていきます。 

なお、自主事業の実施内容は、公の施設である公園にふさわしいものとし、実施に際しては、関連法案や

基準・通知を遵守し、事前に東京都と協議して必要な許可等を得た上で行います。 

 

 
 

区分 項目 事業内容及び効果 資金調達方法 

安
全
・
安
心
、 

快
適 

獣医師等によるペット

の健康相談 

獣医師のペット相談会等のイベント開催により、飼い主へのマナー普及を進め 

る。（全公園） 
企業協賛等 

マナーアップキャンペ

ーン 

犬の飼い主、野鳥等への餌やり等、テーマ別のキャンペーンを各関係機関と連
携し、オリジナルグッズやチラシ配布により、利用ルールの普及とマナー向上
を進める。（全公園） 

自販機収益等 

防 

災 

避難・炊き出し等防災

訓練 

新宿区や消防署、地元町会と連携し、近隣の高齢者や外国人も対象とした避難・
炊き出し訓練等を実施し、防災対応力を高めるとともに、地域の交流の機会を広
げる。（戸山） 

自販機収益等 

環 

境 

バーベキュー場ゴミ有

料回収 

希望者にゴミ袋を提供し、警備員が現地で有償回収することにより、利用マナ

ーの向上を図るとともに、地域のゴミ箱等への投棄を防止する。（赤塚） 
販売収益等 

クリーンアップムーブ
メント発信 

オリジナルデザインのオシャレな清掃用具等の貸出を行い、ボランティアの参
加を促し、クリーンアップ参加機運を高める。（戸山） 

自販機収益等 

水とみどりのフィール

ドミュージアム 
 
※フィールドミュージ

アムガイドブックの
作成 

 

「水とみどりのフィールドミュージアム」の解説ガイドブックやワークシート
を「フィールドミュージアムガイドブック」としてシリーズ化し、様々な切り

口で掘り下げて紹介することで、公園の自然や地域の歴史資源等を普及し、公
園や地域の魅力向上と活性化を図る。 
＜作成例＞ 

○公園別フィールドミュージアムガイドブック（全公園） 
○テーマ別フィールドミュージアムガイドブック 
・「武蔵野の中世城郭めぐり」 

中世の城郭の様子や武将等の歴史を紹介（赤塚･石神井） 
・「公園野鳥めぐり」 

公園別に様々な環境で見られる野鳥や観察のコツを紹介（全公園） 

・「武蔵野崖線の自然ガイド」 
ニリンソウをはじめとする崖線の貴重な植物等を紹介（赤塚） 

・「尾張徳川戸山荘を歩く」 

絵図や古写真で戸山荘の魅力が現地で体感できるガイド（戸山） 

自販機収益等 

教
育
・
文
化 

箱根山野点 
明治天皇が野点をしたといわれる箱根山頂上で有料飲食サービスを提供し、当

地の歴史と日本文化を普及する。（戸山） 
販売収益等 

6 公園スタンプラリー 
各公園の特性を題材にしたクイズ・スタンプラリーを行い、公園へ訪れる機会
提供と魅力の普及を図る。（全公園） 

自販機収益等 

写真コンテスト 
カメラメーカー等と連携して質の高い公募写真展を開催し、公園の魅力の再発
見と普及を図る。（浮間･大泉中央） 

企業協賛等 

アーティストによるワ

ークショップ 

アート展開催時に、有償のワークショップや作品販売等を行い、芸術への関心

が強い来園者の期待に応える。（善福寺） 
販売収益等 

手ぶらで写生会 
地元画家を講師に道具一式を貸し出し、レベルに応じた風景ぬり絵等も準備し
た写生会を開催し、アートに触れる機会の提供と賑わいづくりを進める。 

（善福寺･浮間･大泉中央） 

自販機収益等 

木漏れ日コンサート 
野外ステージを活用し、地元音楽家等を招いた落ち着いたコンサートを開催、
カフェも併設し、くつろぎの空間を提供する。（石神井） 

自販機収益等 

１．自主事業実施の基本方針  

２．具体的な取組提案  
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本グループで実施した自主事業の収益（必要経費を除いた利益）については、グループの基本理念である 

「水とみどりの宝石箱～地域と共に磨き、輝く～」のとおり、自然や歴史等の貴重な資源を掘り起こし、その

魅力を磨き上げることで、そこに暮らす人々や地域そのものを更に輝かせるために活用していく考えです。 

なお、収益還元の実施に当たっては、東京都に協議、ご指導の下進めていきます。 

＜収益還元の具体的な内容＞ 

物品の販売、寄付等で得られた収益は、基本的に同一事業の経費に充当します。当該事業が終了している場

合は、他の類似の自主事業に優先的に還元します。 

 

 

 

 

  

ス
ポ
ー
ツ
・
健
康 

スポーツイベント 

巨人軍やアシックス社等のスポーツ企業、ウォーキング協会等と連携した質の

高いスポーツ教室を開催し、スポーツ参加機運と賑わい創出を図る。 
＜実施例＞ 
・ジャイアンツ野球教室（善福寺･浮間） 

・スローなジョギング入門（戸山･赤塚） 
・ウォーキング・ジョギング教室 
（戸山･赤塚･大泉中央） 

・いきいき運動教室（浮間･赤塚） 
・パークヨガ（赤塚） 

参加費徴収 
企業協賛等 

オリンピック・パラリ

ンピック記念イベント 

アシックス社等と連携し、アスリート等を招聘したスポーツイベントを開催、

オリンピック・パラリンピック開催に向け、機運の醸成を図る。（戸山） 
企業協賛等 

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

公園と街を巡る 

ウォークラリー 

商店街等と連携し、公園や周辺施設、商店等を巡る周遊イベントを行い、賑わ

い創出と魅力の普及を図る。（善福寺･石神井） 
企業協賛等 

キッズチャレンジ 
隣接公園の参加型周遊イベントにより一体での魅力向上と利用促進を図ると
ともに、管理者間の連携を強化する。（大泉中央） 

自販機収益等 

地域発掘マーケット 
地元産品やアート作品等を販売するマーケットを開催し、地域の魅力の普及と
賑わい創出を図る。（戸山･浮間） 

販売収益等 

公園開園 50 周年記念 

水質浄化イベント 

平成 29 年は浮間公園開園 50 周年であり、公園のシンボルでもある浮間ヶ池
等、公園の池の水質浄化をテーマとしたイベント等を開催し、より美しい公園

づくりの端緒とする。（浮間） 

自販機収益 

ジャイアンツ野球教室（石神井） 手ぶらで写生会（大泉中央） クリーンアップ作戦（戸山） 

３．収益還元の提案  
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（5）オリンピック・パラリンピックを契機とした公園の魅力向上の取組 

 

2020 東京オリンピック・パラリンピックを機に世界から訪れる人々を、公園が率先して「おもてなし」す

るため、公園の魅力を高めるとともに、にぎわいの創出等によりさらなる活性化を図ることが重要です。 

このため、私たちは都立公園において、①世界の人々への心のこもった「おもてなし」の実現、②都立公園

の魅力を世界に伝える情報発信の強化、③来園者を快くお迎えする公園施設等の魅力アップと利便向上、④公

園文化を世界に伝えるスポーツ・文化発信イベント等の充実、⑤すべての人々への「おもいやり」の心を大切

にした安全・安心の確保とユニバーサルデザインの充実、⑥2020 年に向けたオリンピック・パラリンピック

機運の醸成、⑦五輪の成果を未来に伝えるレガシーの構築などを特に重視し、都との強い連携のもと、以下の

取組を積極的に進めるとともに、レガシーとして未来に引き継いでいくことで「世界一の都市・東京」の実現

に寄与してまいります。  

 

          

 

都立公園が率先して世界から訪れる人々をお迎えするため、公園の魅力を高めるサービスの充実を図り、情

報発信を強化することで公園の賑わい創出に努め、質の高い「おもてなし」を実現いたします。 

【取組１】おもてなし・窓口サービスの充実  

①SC 窓口等に英語対応可能職員を配置（戸山） 

②英語基本フレーズ集やコミュニケーションボードを活用し、窓口で「英語おもてなし対応」（全公園） 

③おもてなしの最前線を担う職員を「五輪コンシェルジュ」として任命・育成して、国内外からの来園者

に、公園はもとより歴史・文化・観光施設、交通機関等周辺情報を案内（戸山他） 

④SC の街の情報案内拠点としての機能を充実し、周辺情報も含め提供（全公園） 

⑤SC 窓口を花で修景して、より親しみやすく、楽しいウェルカムカウンターとし、情報ボード等を設置し

各種案内情報（歴史・文化・自然資源等）を提供（全公園） 

⑥公園入口に、オリンピック・パラリンピック開催の雰囲気を盛り上げる緑豊かなウェルカムゲートやカ

ウントダウン時計を設置（戸山他） 

⑦「公園・街の魅力発見！マップ」を作成し、公園周辺地域を周遊する散策コースや歴史・文化資源等を

紹介（全公園） 

【取組２】公園で「花と緑のおもてなし」  

①公園出入口、園路沿等に、世界から訪れる人々を華やかに迎える「公園でおもてなし花壇」を整備。特

に花壇ボランティアの協力のもと、夏場に見ごろとなる「夏の彩り花壇」を設置（戸山･大泉中央） 

②公園毎に、「パークビュースポット」を設定し、魅力アップを図り、ビューポイントとして広くアピール

（全公園） 

③江戸東京の桜をテーマとする「東京ＳＡＫＵＲＡプロジェクト」で、桜の名所再生・魅力アップとＰＲ

を促進。特に、箱根山等の個性的な花見名所を外国人向けに紹介（戸山他） 

【取組３】暑さ対策の取組  

①緑陰効果を得るため、SC 周辺等に大規模な緑のカーテン設置等を実施（全公園） 

②五輪期間に企業等との連携等による打ち水、よしずなどを使った日本独自の涼の空間を提供（戸山他） 

【取組４】公園から世界への情報発信(多言語)の強化（全公園） 

①公園ＨＰの多言語化（日英） 

②多言語アプリを開発し、旬の情報を含み発信、スマホ、ipad 等を用いたセルフガイド、案内に活用 

③「水とみどりのフィールドミュージアムブック」多言語版を発行、ＨＰにも掲載しセルフガイドツール

等に活用 

④「サインデザインマニュアル多言語改訂版」に基づき、公園サイン多言語化を計画的に実施 

⑤公園案内パンフレット多言語版を作成し、ＨＰ等で発信 

【取組５】公園施設の美化・魅力向上  

①更なる安全・安心、快適性の向上を図るため、公園の樹木管理を徹底（全公園） 

②オリジナル清掃用具等の貸出等によりクリーンアップムーブメントを拡大し、都民協働で集中的に公園

の美化を推進（戸山他）  

③「トイレ、ベンチ等クリーンアップ大作戦」（補修・特別洗浄・塗装等）の展開によるおもてなし水準の

向上（全公園） 

④公園の芝刈・草刈、トイレ等清掃等の管理レベル（回数、仕様改善等）向上（戸山･大泉中央） 

１．都立公園で世界の人々をお迎えして「おもてなし」 
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【取組 6】和の文化発信イベント等による賑わいの創出 

①公園広場等で、夏祭り、縁日等の日本の伝統お祭りイベントを実施、また、七夕・鯉のぼり・正月等、

季節の風物詩の演出を行い、外国語でも解説して外国から訪れる人々も含め日本文化に触れる機会を提供

（戸山他） 

②箱根山頂上での野点等、和文化体験イベントを実施（戸山） 

③公園内に存在する「和」の景観（日本的な魅力のある空間）を発掘しＰＲ（全公園） 

 

 

全ての人々を平等にお迎えし、バリアフリー・ユニバーサルデザインの充実を図ることで安全・安心して

公園を楽しんでいただきます。 

【取組７】安全・安心の確保(防犯、感染症対策等)  
 ①繁華街に近接するために滞留者の新規流入圧力が絶えない戸山で、公園利用の適正化の対応を更に強化し、

周辺地域も含め、オリンピック・パラリンピックで世界からのお客様を迎える環境づくりを推進（戸山） 

 ②「公園でおもてなし巡回」を職員が毎朝夕等に実施し、樹木・園路・トイレ・ベンチ・遊具等公園施設の

安全・快適性及び公園の不適正利用の状況を常時点検し、迅速に対処、適正化を図る体制を強化（全公園） 

 ③水たまり、空き缶、繁茂した藪等の蚊の発生源を減少させ、蚊の少ない公園環境を実現（全公園） 

【取組８】防災対応力の強化  
 ①発電設備も活用し防災公園施設等を的確に運用、避難場所、広域防災拠点機能を発揮する体制を確保 

（赤塚他） 

 ②公園案内サインに防災機能を表示し、多言語・ＬＥＤ照明付き等へリニューアル（戸山他） 

【取組９】バリアフリー・ユニバーサルデザインの充実  
①障がい者団体による公園施設点検を実施し、バリアフリーの施設補修・改良に反映（全公園） 

②トイレ等便益施設周辺ほか主要園路のバリアフリー対応段差解消等改修、直営作業による土系園路等のき

め細やかな不陸整正を実施（全公園） 

 ③バリアフリー対応園路ルートを現地サイン及びリーフレットに表示し、ＨＰにも掲載（全公園） 

 ④公園ＨＰの情報アクセシビリティ向上（文字サイズの変更機能、音声読み上げソフトや翻訳ソフトに対応

しやすいテキスト情報、弱視の方にも見やすい色調等）（全公園） 

 

 

公園でのスポーツ活動の充実などにより、2020年に向けた五輪機運の醸成を図るとともに、都との連携の

もと、レガシーを未来に引き継ぎます。 

【取組１０】オリンピック・パラリンピック機運の醸成  
 ①アスリート等を招聘したスポーツイベントを開催し、オリンピック・パラリンピック開催に向け機運を醸

成（戸山） 

 ②公園ＨＰや広報誌、パンフレット、メールマガジン等で五輪・スポーツ関連特集を組み公園利活用を促進 

【取組１１】公園でスポーツ活動の推進 
 ①アシックス社等のスポーツ企業やスポーツ関連団体と連携したマラソン、ジョギング、ウォーキング等健

康維持増進イベントを実施（戸山･赤塚･大泉中央） 

 ②障がい者団体等と連携した障がい者スポーツイベントを実施（大泉中央） 

 ③巨人軍やスポーツ関連団体と連携し、幅広い年齢層等を対象としたスポーツ体験プログラムを実施（善福

寺･浮間） 

 ④ニュースポーツ、パークヨガ等スポーツジャンル拡充イベントの実施（赤塚） 

 ⑤公園内ジョギング・ウォーキングルート案内サイン等の設置と距離・運動レベル表示の設置（全公園） 

 ⑥アシックス社等と連携し、オリンピアンほか有名選手と来園者とのスポーツ交流イベントを実施（戸山） 

 ⑦スポーツ施設のリニューアル（更衣室、ランニングコース・サイン等の改善）（浮間･赤塚･石神井） 

【取組１２】五輪レガシーの構築・東京都への協力  
 ①オリンピック・パラリンピックを契機に成立した緑化・スポーツ等関連のボランティア組織をオリンピッ

ク・パラリンピック終了後も継続して活動できる事業スキームの構築を支援（戸山他） 

 ②オリンピック・パラリンピックを機に整備した施設、公園景観等の維持管理を適切に行い、レガシーとし

て確実に引き継ぐ。 

 ③オリンピック・パラリンピック期間を中心に、公園の安全・安心・快適性の確保、公園の魅力向上による

利用促進を図ることで国内外から訪れる人々に対する心のこもったおもてなしに全力で取り組み、五輪の

成功に組織を挙げて貢献（戸山他）  

２．すべての人々への「おもいやり」の心を大切に 

３．オリンピック・パラリンピック機運の醸成とレガシーを未来に 
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PDCA サイクルに基づく計画的な維持管理 

4 施設維持管理計画 

（1）適切な維持管理を行うための取組 

 

 

 

(1) 公園を安全・安心・快適に利用していただくため、計画的かつ公園の機能を十分に発揮させる維持管理

に公園協会の総力を挙げて取り組みます。 

(2) 都市の風格を高め、公園をレガシーとして継承するため、首都東京の顔としてふさわしい「パークビュ

ー」を創出します。 

(3) 人と生き物が共生する環境づくりに向け、生物多様性保全等を考慮した上質な維持管理を実施します。 

(4) 公園の魅力と価値をさらに高めるために、ボランティアや企業・団体等多様な主体と連携し、管理を通

じて公園や地域を元気にする、きめ細やかで効率的な維持管理を行います。 

(5) 気象災害・地震災害等の発生時には、本社組織と各公園及び協力企業が一体となった連絡体制を敷き、

東京都や警察・消防等とも連絡を密にしながら、迅速かつ的確に対応します。 

 

 

①PDCAサイクルに基づく計画的な維持管理 

・利用者へ安全・安心・快適な公園利用を提供するため、

PDCA サイクルによる計画的な維持管理を、公園利用者の

声を反映させながら実施します。 

・予防保全的観点から施設の状況をきめ細かく確認し、的確

な維持補修を行うことにより施設の長寿命化を図り、ライ

フサイクルコストの低減化に努めます。 

・公園施設がもつ様々な機能を最大限に発揮できるよう、遊

具点検等のマニュアルに基づき点検を行い、各分野の専

門技術者が施設に応じた維持補修を的確に実施します。 

②「公園クイックナビシステム」を活用した迅速・的確な維持管理 

・GPS 位置情報システムを活用し、公園施設の破損や不具合、災害時の被害状況等を瞬時に取得・集約

するシステムを新たに構築。取得情報に基づく迅速・的確に修繕や応急措置等を講じます。 

・ボランティア等の公園利用者と連携した維持管理情報の収集と早期対応の仕組みをつくります。 

③維持管理作業の「見える化」の促進 

・トイレ清掃や補修等の実施状況、景観形成や安全確保など剪定作業の目的効果等を掲示することで、維

持管理作業の「見える化」を推進し、利用者の視点に立った明るく爽やかな公園管理を実現します。 

①地域の誇りとなる「パークビュー」等の景観形成を考慮した維持管理 

・公園の景観を代表する「パークビュースポット」を選定し、それを磨き、育てるための植栽・施設管理・

クリーンアップ等を計画的に実施するとともに、その魅力を広く発信することで、未来にレガシーとし

て継承します。（例．戸山：箱根山、浮間：浮間ヶ池、石神井：三宝寺池畔の眺望等） 

②生物多様性の保全 

・独自の「生物多様性保全戦略」に基づき、公園のゾーンごとに育成等を図るべき生物相を定めてきめ細

かく管理し、継続的モニタリングにより評価し、適切な対策を講じます。 

・石神井の外来生物防除の取組を善福寺にも拡大し、東京都や関係団体を交えた武蔵野三大遊水地・河川

広域連携の協議会等で情報を共有化し、環境改善と在来種保全を進めます。 

・善福寺等で野鳥の生息状況調査による営巣に配慮したアシ刈りやエコパッチの設定等を行います。 

・大泉中央のちょうの里や野鳥の森、浮間の小鳥の森等で生物生息環境づくりを進めます。 

③池の環境改善 

・協会内に池の水質浄化に関するワーキンググループを設置し、先進事例の調査や新規技術に関する情報

収集を行い、具体的な対策について検討します。 

（１）安全・安心・快適性を常に追求する計画的な維持管理 

（２）公園をレガシーとして未来に継承する上質な維持管理 

１．基本方針 ～安全・安心・快適な利用のもとに立脚した、都市の風格を高める上質な維持管理～  

２．具体的取組方針 
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・水質悪化の要因を分析し、その元を絶つための取組として、善福寺で効果を上げたコイや野鳥への餌や

り防止キャンペーンの拡大のほか、池周囲の落葉等除去、表土流出箇所の点検と土留め設置、ブルーギ

ル等の外来魚や増えすぎたコイの駆除等を実施します。 

・水質浄化の取組として、水質浄化装置や水質浄化剤等の施用、曝気式装置や井戸ポンプの日常的観察、

水生植物の施用等、様々な方策を検討・実施します。 

④環境に配慮した維持管理 

・樹木剪定等で発生した枝葉は、チップ化や堆肥化を推進し、加えて再資源化（パルプ化等）にも取り組

みます。 

⑤ユニバーサルデザインに配慮した維持管理 

・「サインマニュアル」を改訂し、外国人向けの多言語対応サイン等の充実や、車いすルートの明示など、

誰もが安心して利用できる案内対応を充実します。 

・障がい者団体による公園施設点検を実施し、園路や舗装等の段差や不陸の解消等、バリアフリーを重視

した的確な公園施設管理を行います。 

・高齢者や幼児等の利用に配慮し、各所にヨシズ等を設置するなど、夏季の日陰・緑陰対策を行います。 

⑥効率的で良質な維持管理 

・特約店と連携を図り、きめ細かな植栽等の管理を行うことで、常に快適な公園環境を保ちます。 

・支障箇所データベースの構築・運用による効率的・効果的な維持補修を進めます。 

・近隣公園共同作業による大・中規模の樹木管理や施設補修等を行うエリア総合管理で快適空間づくり 

や景観向上など質の高い維持管理を実現します。 

・直営作業による迅速な高所作業やきめ細やかな施設補修で安全・安心・快適な環境を確保します。 

・高木化、老木化、過密化した樹林で計画的に間引き等を行い、健全な樹林づくりを進めます。 

①スポーツによる健康づくりの場となる運動施設の良好な維持管理 

・テニスコートや野球場等のスポーツ施設では、長年に渡る管理ノウハウを活かし良好な維持管理を行う

とともに、関係企業・団体と提携し、施設の更なる魅力向上と長寿命化、サービス向上を図ります。 

・運動施設の利用前後の状況チェックと整備、管理マニュアルに基づく定期的整備、職員の整備技術の向

上のための研修等により、降雪時等にも迅速に対処し、常に最良なコンディションを提供します。 

②新技術の導入等による効果的な維持管理 

・新技術導入のため、「新技術活用判定会議」を随時実施し、ゲリラ豪雨出水防止「ウォーターゲート」

ほか有効な新技術・材料等を審査し、採用・導入することで、公園施設等の安全性・機能等を高めてい

きます。 

③ボランティアや住民等との協働による維持管理の推進 

・花壇管理等の維持管理協働作業を通じて、公園を核とした地域コミュニティ活性化を図ります。また、

施設の不具合等に関する情報収集等に協力いただくパークモニター等、協働の幅を広げていきます。 

 

 

 

特約店と連携し、24 時間 365 日緊急対応が可能な体制を敷き、いかなる時間の施設の不具合、事故等に

も機動的に対応します。自然災害等を含めた緊急時には上記関連会社による対応と併せ、組織を挙げた職員

の集中投入により迅速・的確に対処します。 

①事故や故障等への対応 

・直営作業と合わせて各分野の専門企業と連携し、緊急時には迅速・円滑な対応を図ります。 

・年間を通じて発生する緊急修繕等に迅速かつ的確に対応するため、複数の造園・電気・設備会社と特約

店契約を結び、365 日緊急対応が可能な体制を敷き対処します。 

②地震や大雨等、自然災害時の対応 ※４(２）参照 

・公園協会作成の「気象災害対策計画書」「震災対策の手引き」等のマニュアル類を逐次改訂します。 

・集中豪雨等に対しては、被害履歴・場所を記録した「公園別ハザードマップ」を更新し、事前点検、施

設補強や土嚢積み等の事前災害防止対策を行うとともに、警報発令時等に職員警戒宿直態勢を敷きます。 

・地震に対しては、「震災時職員参集計画」に基づく参集訓練をはじめ、防災訓練の積み重ねにより、都・

地元区との強力な連携・協力体制のもと、組織を挙げて迅速な参集・対応に取り組みます。 

  

（３）多様な主体と連携・協働した効果的な維持管理の推進 

３．緊急時における迅速・円滑な対応 
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（2）事故、自然災害や感染症等を未然に防ぐための安全対策、発生時の対応 

 

 

(1) 維持管理作業におけるよりきめ細かい安全対策を図るため、協会独自の「安全対策推進委員会」により、年間

計画に基づく安全管理を推進し、事故の未然防止を図ります。 

(2) 各種施設の点検による危険要因の除去、及び独自のマニュアルに基づく安全管理等を徹底し、利用者の安全確

保及び作業者の事故防止に努めます。 

(3) 大雨や大雪等の気象災害に備え、気象災害対策計画等に基づき、危険箇所の事前点検や被害防止措置、土嚢積

み等の訓練等を十分に行います。 

(4) デング熱等の感染症の発生予防を図るため、薬剤の事前購入等の駆除体制を確保するなど、蚊の発生しにくい

環境の整備や点検等、的確に対応します。 

(5) 事故や災害、感染症等の発生時には、本社と現場及び協力業者と一体の危機管理体制を敷き、都や関係機関と

連携して迅速かつ的確な対応を行います。 

 

 

(1) 危険個所や要因を早期に発見・対処する恒常的な取組 

(2) 公園利用者及び作業者の安全確保 

①利用領域と作業領域を明確に分け、作業時の利用者の安全を確保します。 

②委託業者の安全講習会や職員の安全パトロールによる事故防止の徹底など、委託業者を含めて安全管理の

水準を高めます。 

③安全管理マニュアルに基づく 2 週間作業予定表作成と KY ミーティングを実施し、作業時の安全を確保し

ます。 

④現場作業のヒヤリハット事例集を作成、リスクアセスメントに活用することで事故を未然に防止します。 
 

(3) 気象災害に対する事前の備え 
 

台風・大雨に対する緊急

配備体制の確保 

・気象災害対策計画書に基づき、台風や警報発令時には災害対策本部を速やかに設置 

・「大雨、風害」と「雪害」の履歴を示すハザードマップを活かし、台風襲来時には事前に巡回点検や

側溝清掃を、雪害想定時には危険枝除去等を行い、災害を未然に防止 

・大雨等による冠水を想定し、事前訓練や被害履歴のある公園では事前水防対策を実施 

民間気象会社と連携し

た気象情報の収集 

・気象情報会社((株)ウェザーニューズ)との契約により、集中豪雨、暴風等異常気象情報を警報発令前

から事前収集、気象警報発令時には関係者へ情報が瞬時に自動送信され、被害予防措置等を実施 

・園内放送設備や巡回を通じ、利用者への注意喚起を実施 

気象災害を想定した特

約店との協定 

・公園ごとに対応する特約店を定め、公園の状況把握を事前に把握させる。また、被害が想定される場

合には、事前に対応準備等を指示し、気象災害発生時等を実施 

 

(4) 地震災害に対する事前の備え 

①初動対応を確実に実行するため、様々な状況を想定した参集訓練や独自の通信網の複数回線化（強靭化）を活

かした通信訓練を継続して実施します。 

②非常用トイレの設営訓練、AED 講習参加等により平時より災害に備えます。 

アメニティ巡回等、 

安全確保のための 

日常点検等の強化 

・園路、樹木、遊具、トイレほか公園施設を職員と研修等を受講した警備会社職員が始業時と終業時に安

全点検して、問題に応じて迅速・的確に対処することで常に安全・安心な公園利用を確保 

・夏期や年末年始の巡回警備、花見時期やイベント時等の繁忙期には重点警備を実施 

樹木点検と樹木診断 

・研修を受けた樹木点検員を各公園に配し、定期点検及び台風時等緊急点検を実施 

・枯れ枝重点点検エリア設定による落枝点検に加え、落枝の多いケヤキについては毎木調査によってリス

ト化を図り、各ケヤキのカルテを作成した上で定期点検することで事故を防止 

・腐朽等の異常が認められる場合は協会所属の樹木医が樹木診断を行い、倒木等を未然に防止。必要に応

じて都民へ公開診断を行い、分かりやすく状況を説明 

※当グループ公園では、樹木剪定・伐採に反対する意見が多く安全管理上の課題でしたが、善福寺で

公園協会樹木医による 4 年連続の「公開樹木診断」を実施し、危険樹木の撤去に理解を得ることが

できました。この成果を活かし、樹木の安全管理をさらに徹底します。 

・研修を受講した職員がマツノザイセンチュウの早期被害発見に努め、伐採処理や防除措置を徹底し、マ

ツ枯れ被害の拡大を防止するとともに倒木等による事故を未然に防止 

施設の安全点検 

・電気設備等は法定点検を着実に実施。遊具については職員による点検と専門業者による精密点検を行い

点検・措置履歴を記録保存。危険箇所は即時使用中止をするとともに修理等適切な対応を実施 

・水遊び施設の利用期間中の事故を防止するため点検や委託による常時監視を継続 

１．基本的な考え方 ～平常時から事故や災害に備え、発生時には迅速かつ的確に対応～  

２．事故や災害を未然に防ぐための具体的安全対策  
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③防災施設の位置や使用方法等、平時から普及啓発を行うとともに、かまどベンチ実演等を防災イベントとして

展開します。 

(5) 感染症等に対する事前の備え 

①蚊媒介感染症（デング熱等）の発生に備え、国立感染症研究所等の情報を着実に把握するほか、蚊の発生する

側溝・集水桝の清掃、藪の除去等抑制対策、資材や薬剤等の準備、薬剤散布業者の事前確保等を行います。特

に発生の恐れのある公園では、都の指示に基づき蚊の発生抑制剤の散布を行います。 

②病原性大腸菌等に備え、センター入口にスプレー式除菌剤を置き来園者に注意喚起を行います。 

③鳥インフルエンザ等、他の生物系ハザード要素についても、常に最新情報の収集に努め、職員へ周知します。 

 

 

 

(1) 事故発生時の対応 

 

(2) 気象災害発生時の対応 

 
 

(3) 地震災害発生時の対応 

①職員の参集と災害対策本部及び現場対策班の編成を速やかに行い、東京都

や地元自治体との情報連絡体制を確保します。 

②マニュアルに従い、主要園路入口の車止めの取り外し、非常用トイレ設営

等を円滑に実施し、避難者や一時帰宅困難者の避難場所の確保、誘導等

に積極的に取り組みます。 

③東京都との情報連絡を密に行うとともに、園内点検や安全確保を実施しま

す。特約店とともに倒木やがれき処理等を行い、避難広場機能や避難経

路等を確保します。 

(4) 感染症等発生時の対応 

①デング熱等の蚊媒介感染症が発生した場合、都と連携し、側溝や植込の消毒、状況に応じた施設閉鎖、利用者

への広報・注意喚起等を、組織を挙げて迅速かつ的確に実施します。  

②鳥インフルエンザ、コイヘルペス等に対しては東京都マニュアルに基づき都と連携し、的確に対応します。 

 

 

 

①子ども利用エリアでは、有刺植物等の撤去、移植等、子どもたちの安全確保に努めます。 

②安全安心確保のため、株物や中低木の刈込み(強剪定)等による死角解消や夜間照度を確保するため、公園灯周

りの支障枝除去を定期的に実施します。 

③施設の破壊や盗難行為に対しては、迅速な被害報告と復旧を行うとともに、再発防止策として地元警察へのパ

トロール協力依頼や夜間警備の強化、必要に応じて防犯カメラの設置などを実施します。 

④安全性・防犯性チェックのため警察 OB からなる専門組織が各公園を巡回し、事件・事故の未然防止を図りま

す。 

⑤地元自治会等、地域と連携した防犯パトロールなど、地域ぐるみで安全・安心を確保していきます。  

けが人の救助と事故発生現場

の早急な安全措置 

・けが人発生の際は、応急処置・救助を最優先に実施 

・再発防止のため、事故現場への立入禁止や使用禁止措置など、早急な安全措置を実施 

関係者・統括組織・関係機関へ

の連絡 

・けが人の身元、連絡先を確認し家族等に連絡 

・緊急連絡網により協会本社及び都等関係機関へ事故の第一報を速やかに報告 

事故原因の究明と再発防止策

の検討実施 

・現場検証や目撃者からのヒアリング等により組織を挙げて事故の発生原因を究明 

・本社組織（安全対策推進委員会）で再発防止策を検討し速やかに対応 

情報共有と再発防止策の徹底 ・組織内で情報共有を行い、類似事故の注意喚起を図る等、再発防止徹底 

クイックナビを用いた早期被

害状況把握 

・位置情報システムを活用し、より迅速に災害情報（位置や被災状況）を把握し、的確な状況

判断と対策の実施に活用 

台風、大雨、大雪等による災

害対応 

・災害対策本部を中心に本社組織と現場が一体となり、組織をあげた人員の集中投入や特約店

による迅速な応急措置と復旧を実施。また、東京都と協議し、その後の本格復旧に向けて積

極的な取組を推進 

区と合同の防災トイレ設営訓練

（大泉中央） 

３．事故や被害発生時の対応 

４．その他の安全確保の取組 
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（3）要望やオリンピック・パラリンピックに向けた施設補修、施設改良への取組 

  

 

～優先順位にもとづく計画的な維持補修、利用者ニーズをとらえた的確な施設改善～ 

施設改良要望に対しては、現地確認を行い関連情報を収集したうえで、安全・安心、利用者ニーズ、オリ

ンピック・パラリンピックに向けたおもてなしの視点を勘案して優先度を仕分け、都との協議による役割分

担を図り、効果的な補修・改良に積極的に取り組みます。 

 

 

(1) 施設補修要望への対応姿勢と提案 

①優先順位にもとづく計画的な維持補修 

・現地を確認し、要望内容をよく確認した上で上記３要素を踏まえ、対応方法と優先順位を検討し、緊急

性の高いものから速やかに対応します。特に、安全・安心の確保には最優先で対処します。 

・遊具については、計画的に補修を行い、不具合（Ｃ・Ｄ判定）があれば使用中止を含め迅速かつ的確に

対処します。Ｂ判定であっても耐用年限を過ぎたものは積極的に対応します。 

・東京都で行う改修レベルの案件（橋などの土木構造物や公園灯改修等）についても、都と協議のうえ、

より望ましい対応に向けた提案や協力を積極的に行います。 

②施設情報の整理と蓄積、都への情報提供 

・公園内の建築物や電気・給排水設備等について、位置や補修履歴情報を集約し、より効率的かつ的確な

補修に活かすとともに、都への情報提供と改修提案を行い、都による効果的改修に繋げます。 

(2) 施設改良及び改修要望への対応姿勢と提案 

①利用者ニーズを捉えた的確な施設改善 

・利用特性や利用者ニーズを勘案し、都と協議の上、緊急性や公共性の観点から優先順位を判断します。 

・近隣住民の関心の高い課題や利用に影響の大きい改修等については様々な立場の意見を把握するととも

に、必要に応じて連絡協議会を開催し、課題解決に向けた合意形成を図ります。 

・実施に際しては要望の有無に関わらず、ユニバーサルデザインの視点、利用上の安全性や快適性、管理

面等を考慮した改良とします。 

・魅力アップ、サービス向上につながるものは、他公園での水平展開を検討・実施します。 

・東京都の新規整備工事に対しては、利用実態や管理面を踏まえた提案を行い、魅力のある公園づくりに   

繋がるよう積極的に協力します。 

(3) オリンピック・パラリンピックに向けた取組（おもてなしのための施設改良） 

①世界からのお客様をおもてなしする施設改良 

・オリンピック・パラリンピックに向けてユニバーサルデザインの視点から公園内施設を点検し、年次計

画を立て、積極的な改良を行います。（例．外国人観光客でもわかりやすいピクトサイン等案内表示の

充実） 

・主な公園入口に緑豊かなウェルカムゲートを設け、オリンピック・パラリンピック開催の雰囲気を盛り

上げます。 

・戸山等において、鮮やかな季節の花で観光客を常に出迎える花壇整備と管理を行います。特にオリンピ

ック・パラリンピックの開催時期に合わせ、夏の彩り花壇と日本的な涼の演出を行います。 

②地域の誇りとなる「パークビュー」等の景観形成を考慮した維持管理 

・公園の景観を代表する「パークビュースポット」を選定し、それを磨き、育てるための植栽管理・施設

管理・クリーンアップ等を計画的に実施するとともに、その魅力を広く発信することで、未来にレガシ

ーとして継承します。（写真参照） 

③地域資産としても貴重な巨樹、名木等の保全と継承  

・公園内に見られる巨樹や希少樹木、所縁のある名木を抽出し、樹木点検や樹木診断を行い、必要に応じ

て施肥や支柱設置等の保全育成措置を施すことで、将来に渡り良好な姿で継承します。 

・主な巨樹・名木等を紹介する印刷物等を作成配布し、来園者への普及啓発にも努めます。 

④東京ＳＡＫＵＲＡプロジェクト 

・戸山・石神井等において、サクラの樹勢回復と健全育成を図り、おもてなしの場として「サクラ名所」

の再生と利活用に取り組みます。 

  

１．施設補修や施設改良に対する基本的方針 

２．具体的な対応と提案 
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(1) ノウハウを活かした計画的な予算執行 

・これまでの管理ノウハウを活かし、年度当初に年間経費予測に基づく補修修繕計画を立て、計画的に

資金を投入します。年度途中の要望等については、前述したとおり優先順位、緊急度に応じて柔軟に

対応していきます。 

・補修計画を策定する際、『基本的な補修工事』と「オリンピック・パラリンピックに向けた魅力向上

のための工事」に分けて計画し、魅力向上に向け重点的に取り組みます。 

   

(2) 民間資金等の調達 

・「都立公園サポーター基金」内に「2020 オリンピック・パラリンピック魅力アップ事業枠」を設定し、

各公園周辺の企業、団体等から基金を募るほか、自販機の収益の一部を資金として運用します。 

 

戸山公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

【箱根山】 

ツツジの植栽・管理を進

め、周辺の見通しを確

保、ツツジ・桜・紅葉の

新たな名所を創出 

 

善福寺公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

【下の池】 

野鳥の営巣に配慮した

葦刈やスイレン管理、周

辺植栽の保全により、野

趣に富んだ景観を形成 

浮間公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

【浮間ヶ池】 

自然護岸のカキツバタ

や周辺植栽を良好に管

理し、開放感のある清

潔な水辺環境を創出 

赤塚公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ニリンソウ群生地】

「武蔵野崖線の緑の保

護・育成方針」を定め、

地域住民とともに貴重

な植物景観を継承 

石神井公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

【三宝寺池】 

生物多様性の保全や 

水質改善を進め、木道

からの眺望を確保し、

静かな水辺景観を創出 

大泉中央公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

【陽だまりの広場】 

すり鉢状の広大な芝

生を張替等で再生、良

好に維持管理し、くつ

ろぎの空間を創出 

３．資金投入の考え方 



 

 

 

4
1
 

(4) 維持管理業務の進め方 
石神井公園の維持管理について植物管理と施設管理に分けて記入してください。 
植物管理については標準的な作業時期をバーで示すとともに作業内容を記述して下さい。 
施設管理については作業内容や標準頻度、留意点等を記述してください。 

区分 対象施設／設置場所等 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

植物管理 

草地 広場             

植込地 園内全域 

 

 

 

  

 

 

     

草刈（年 4～5 回） 

低木植栽等刈込（花芽形成時期を考慮して実施） 

樹木点検を年 4 回実施するほか樹木医による樹木診断を実施。適宜、支障枝・枯枝等を点検、除去し安全を確保 

中高木剪定 中高木剪定（落葉樹） 中高木剪定 

◆飛び石防止等来園者・隣接民地の安全確保、土埃・粉塵を抑えた作業を基本として草刈を行う。 

  

 

◆水辺景観の創出、草本類の保全・保護に留意しながら、見通し確保、落枝や倒木等の危険防止、作業時の来園者

への安全確保を基本として作業を行う。 

  

草刈（年 1～4 回） 
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施設管理 

野球場  

◆公園協会「野球場グラウンド維持管理マニュアル」に基づき、雨天後等の早期供用、土埃・粉塵を抑えた作業を基

本として作業を行う。 

・日常巡回での点検・清掃を実施 

・整備予定日を週 1 回設け、不陸整正等を実施 

・雨天後等は臨時整備日を設け、排水・ぬかるみ解消等を重点的に実施 

・表土の補充等の大規模作業を適宜実施 

・A 野球場は、落葉期の落葉対策を実施 

遊具 
アスレチック広

場ほか 

◆点検で異常が見られた場合は、速やかな使用制限、補修・修繕を行い事故予防に努め、精密点検で C 判定となった

施設は、更新検討又は更新を提案する。 

・日常巡回での点検と、月 1 回の職員遊具点検を実施 

・（社）日本公園施設業協会規準に基づく専門家の精密点検を年 2 回実施 

・砂場は、適宜清掃（清掃・整地、ふるい）を実施 

便所 園内全域 

◆イベント開催等を考慮した作業スケジュールの調整を行う。 

・日常巡回で汚れ等の不具合があれば即時対応 

・衛生器具・床ブース内清掃・ペーパー補充等の日常・定期清掃を週 4 回程度実施 

・壁、天井等を含む特別清掃を年 2 回程度実施 

・尿石除去等を含む特別清掃を年 1 回実施 

・強風時の土埃の吹き込みに対してはブロアー作業等を実施 

排水施設 園内全域 

◆地形特性から三宝寺池・石神井池ともに雨水が集中するため、特に、池畔の排水施設の機能確保に留意する。 

・日常巡回での状況確認を行い、大雨等で外部に影響を及ぼす部分、通行障害となる部分等を優先とし、側溝等の

清掃を適宜実施 

・流域貯留浸透施設は年 4 回の施設点検、清掃等を実施 

・梅雨・台風時期前には側溝清掃を実施 

野外ステージ  

◆イベント前等は重点的に草刈・枯枝確認等の作業を行い、良好・安全な環境を保つよう努める。特に、桟敷席（座

板の割れ、ビスの緩み等）の点検、東西の斜路の滑り・転倒防止に留意する。 

・日常巡回にてステージ、階段、手すり、ベンチ等の施設点検、清掃を実施 

・草刈、補修・修繕を適宜実施 



 

 

 


